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これまでの２年、これからの２年巻頭言

千葉県地方自治研究センター　理事　
衆議院議員　若井やすひこ

は評価を頂いていま

す。今後、この流れ

をさらに確かなもの

にしていかなければ

なりませんが、同時

に、地域においても

2009年、千葉県地方自治研究センターが再

発足してまもなく２年。この間、多岐にわた

り順調に活動が発展していることを、理事の

一人として心から喜んでいます。今後、活動

がさらに広がって行くことを心から期待して

います。

さてこの間、センター再発足の直前に民主

党を中心とした政権交代がありました。私、

若井康彦も関係者のみな様のひとかたならぬ

お力を賜りながら、その一翼を担わせて頂き

ました。当時の日本列島を覆った沸き立つよ

うな熱気を私は今も忘れることができません。

心から感謝申し上げる次第です。

しかし、その後の新政権を巡る経緯につい

てはご存知の通りで、ご心配、ご迷惑をおか

けし続けているものと思います。しかし、実

は着実に成果を上げて来た部分も少なくあり

ません。例えば、自治研センターに関係の深

い分野では地域主権改革の深化があります。

私も民主党の地域主権調査会副会長を務めて

きましたが、この間、小泉時代の「三位一体

改革」により6.8兆円減らされた地方財源を

増やしたこと、前政権では一つも廃止できな

かった約４千条項の「義務づけ・枠づけ」を、

すでに1,200条項、廃止を決めたこと、さら

にヒモツキ補助金を廃止して一括交付金化を

進めていること等、地方自治に関わる方々に

これをしっかり定着させる努力が必要です。

みな様ご存知の通り、正に試行錯誤、旧勢

力の様々な抵抗も、あえて言い訳めいて聞こ

えることを承知で言えば、一筋縄では行かな

いことも少なくありません。今後も一歩一歩、

前に進められるよう、しばらく辛抱強く見

守って頂き、またご一緒にお力を奮って頂き

ますよう、その先頭に自治研センターが立っ

て下さることをお願いする次第です。

（さて今般、満を持して野田政権の登場で

すが、千葉県でははじめての総理誕生です。

これは正に地域主権のシンボルと言えるので

はないか。関八州のうち３つの州が連邦を形

成し、しかも主要な地域が天領としてひとつ

の政治的アイデンティティをこれまで確立し

得なかった千葉。そこから、20年の毎朝の駅

立ち一本で国民的支持を勝ち得た宰相は国民

主権、地域主権のシンボルである所以です．

これをさらに政権交代の実を重ね、次の時代

への道筋をしっかりつけて行く機会として行

きたいと思います。）
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〈自治研センター第３回総会記念講演〉

復興への地方財政の役割

─災害救助をとおして─自治体財政を見る
2011年6月18日収録

公益財団法人　地方自治総合研究所研究員

菅原　敏夫
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共通の財源である、後で申し上げますが、地
方交付税が後ろを守っているわけですから、
安心して地方自治体が、その現下の状況に対
応できる。そういう地方財政の仕組みでなけ
れば、決して例え国にお金が有り余っていた
としても、私達は助かることはできないので
はないかと。
そうした意味から改めて、地に足のついた

地方分権、自治体の役割というのを考えてみ
るという話を、皆さんと考えてみたいと思い
ます。細かい数字のこともございますでしょ
うから、レジュメ「復興への地方財政の役割」
というのを、用意してまいりました。
ページの下に32ページまでページが打って

ございます。それをできるだけ順に追いなが
ら、見てまいりたいと思います。ポイントは、
大震災の対応とは、どんなことが今までなさ
れてきたのか、どんな被害に対して、どんな
ふうに対応なされてきたのかということを、
まずお話をします。
４ページ辺り以降ですが、具体的に制度と

しての地方財政対策は、どうだったのかとい
うことと、被災して被災地はお金が必要なの
に、税は入ってこない、そういう時にこの世
の中は、どういう仕組みを持っているのかと
いうことを、検討してみたいと思います。
６ページ辺りには、これはまだ途中ですが、

二重ローン問題に代表されるような金融の問
題、つまり、これから仕事や生活を作り出し
ていく時に、どういう課題があるのかという
ことを考える。後でもうちょっと詳しく申し
上げますが、その中で、これは改めてという
ことなのでしょう、社会保障と税の一体改革
が、今後災害復旧とともに、安全と安心の社
会保障を、どう作っていくかということが、
ひょっとすると震災の対応の最大の課題、最
大の工程になるだろうと思います。
それも十分なのかどうかということも含め

て、社会保障と税の一体改革の行方にも注目

はじめに

総会おめでとうございます。ただいま井
下田先生から過分なご紹介をいただきまし
た。私が最初に井下田先生にお会いしたのは、
ちょうど30年くらい前じゃないかと思います。
その頃、井下田さんの『現代地方自治学』

（三一新書）で、地方自治の勉強させていた
だいて、私も大分齢を重ねまして、先生と呼
ばれる年齢になってしまいました。今日はど
うぞ最後まで、よろしくお願いします。「復
興への地方財政の役割―災害救助をとおして
自治体財政を見る―」というテーマで、１時
間ほど、お話をさせていただきます。災害を
テーマに、今日お招きいただいた直接の理由
は、私が釜石の生まれだからということでは
ないかと思います。確かに、私の生家も被災
して、津波にさらわれてしまいましたが。こ
のお話をいただいた時は、まだ震災の前でし
た。テーマの準備をした時は、もうちょっと
一般的な話をと思っていましたが、大震災を
経て、主催者のお誘いもありまして、復興は
まだ途中の途中ということでありますけれど、
こうした時に地方自治、あるいは地方財政は
何ができるかということを、できるだけ正面
から捉えて、お話をしたいと思います。
こうしたことが起こりますと、国の責任、
国の援助、国が財源だという話の方が、たく
さん聞こえてくるわけです。被災して救助の
前面に立っているのは言うまでもない、もち
ろん自衛隊もあるかもしれませんが、地方自
治体であります。今日の資料に用意しました
が、多くの方が、市役所の方も町役場の方も、
被災されている中で奮闘し、あるいはお金の
面でも仕事の面でも、支えているのは地方自
治体なのであります。
その地方自治体は、金庫も流されてしまっ
ているような状態ですから、地方自治体にお
金が無いかもしれません。が、地方自治体の
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をし、復興会議の話、そして８ページ以降少
し長いセッションがあるのですが、誰もが頭
を悩ませているのは、財源の話であります。
こうする、ああするというのは、話が出て
くるのですが、ずっと遠い将来になる、例え
ば増税ということを考えたとしても、それま
でのあるいは、それにつなぐ財源というのは、
どうなっているのだろうかということがある
と思います。
これは国もそうですし、地方自治体もそう
ですので、財源の考え方というのは、ちょっ
と立ち止まって考えてみる必要があるだろう
し、これは今年度になってから、というのは
震災が３月11日でしたから、今年度になる直
前だったわけです。
その時に、じゃ2011年度はこうしょうと考
えていた絵柄が、どういうふうに変わるのか、
変わっていかなきゃいけないのかということ
を含めて、考えていきたいと思いまして、財
源の仕組みを見ておいたところであります。
本来ですと、この辺を中心に少し面倒くさ
い話をするのが、私の役割だったかも知れま
せんが、もうちょっと現場に近い地方財政の
話から始めて、ここに至るような組み立てに、
してまいりたいと思っております。
15ページから新聞記事を何枚かと、まだ全
貌がはっきりしない原発被害の問題と、19
ページ以降一昨日ですか、社会保障と税の一
体改革の成案ができたということで、
皮肉なことにといいますか、税と社会
保障の一体改革がもくろんでいる財源
も、復興財源の財源も、同じものを取
り合う形になってしまうのであります。
この点をお話しする必要があるので
はないかと思いまして、社会保障と税
の一体改革、まだ出たばかりなので、
少しこなれていませんが、その話をし
たいと思います。こんな組み立てで、
お話をしたいと思います。

『危険社会』

この話の準備をする過程で、思い出した本
がありまして、持ってまいりました。まさに
この現代というのは、どういう社会なのかと
いうのを、ドイツのウルリヒ・ベックという
人が『危険社会』という本に書いています。
この本自体は25年前に出た本です。これま

での社会というのは、富を分配する社会だっ
た。お金持ちは、富を自分の手に握るために
社会を使い、福祉国家はそうでない人達にも、
富のおすそ分けに預かるようなことが可能な
社会、富を分配する社会だった。
しかし、この本が出されたちょうど25年前、

チェルノブイリ事故が起こりました。これま
では富を分配する社会だったが、チェルノブ
イリ以降は、危険を分配する社会なのだと。
富は階級に基づいて、お金持ちはお金持ちふ
うに、貧乏人は貧乏人ふうに分配されてきた
が、皮肉なことにこれから危険は、貧富の差
なく、階級の差なく降り注ぐ。
そういうことは、チェルノブイリ事故が、

はっきりと確証してしまいました。英語でリ
スク、リスク社会というと、ちょっと間が抜
けた感じがするので、危険社会という名前に
なっていますが、危険こそが分配されるのが
現代なのだと。
今申しました、これはチェルノブイリ事故

自治研センター総会
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によって、現代社会の有り様が、大きく変わっ
てしまったということを、述べた本でありま
す。そのことは25年を経て、やはり福島にお
いて、まさに危険社会ということが、洋の東
西で、確証されてしまったのではないかとも
思います。
また、チェルノブイリ事故以後、このリス
クを分配された社会のいわば暴走を、止める
ことは私達にはできなかったわけです。これ
からその危険に転落する速度を、遅くするこ
とはできるのか、止めることができるのか、
地獄への道を、いち早く転げ落ちるのかとい
う選択に、私達は立たされているのではない
かと思います。
ところが、今日はそうした大きな話という
よりも、焦点を地方財政のもとに、できるだ
け小さく絞って、そこから何が見えるのかと
いうことをお話しするのが、私の役割だと思
いまして、題して「復興への地方財政の役割」
というレジュメを作ってまいりました。
まずこれはここにいらっしゃるどなたもが、
確認なさっていることだと思いますが、1995
年から16年が経ちましたが、阪神・淡路の地
震の被災と、東日本大震災との比較を、して
みたいと思います。

阪神・淡路大震災との比較

この比較の狙いは、ともすれば東日本大震
災の大きさを、際立たせることになると思い
ますが、と同時に、私達は阪神・淡路の大震
災からも、実をいうと完全に復旧・復興して
いないのだということを、改めて思い起こす。
その被災と付き合うということは、多分15
年後・25年後に東日本大震災と、本当にみん
なが向き合ってい続けられるのかどうかとい
うことを、問うことになるだろうという想い
で、ここに比較をするのであって、阪神・淡
路の大震災が小さかったということを、確認

することではないことを、予め申し上げた上
で、比較をしてみたいと思います。
もちろん、阪神・淡路大震災は直下型の、

それも大都市の直下型の、そういう意味では、
非常に狭い範囲の動いた活断層の上、ほんの
数10㎞にわたる被災でありますので、集中的
ではありましたが、決して広範ではなかった
ということであります。それでも、人口密集
地でありましたので、大きな被害を受けるこ
とになりました。
１ページ目に書いてございますように、避

難なさった方は、阪神・淡路のピーク時で32
万人。東日本のピーク時で56万人と推計され
ています。阪神・淡路の震災は１月17日であ
りました。避難のピークは、それから１週間
弱後の１月23日と推定されています。東日本
大震災の時は、たった４日後に、避難のピー
クが来ております。
避難者は、東日本の方が1.5倍程度であり

ますが、その範囲の大きさからいいますと、
むしろ阪神・淡路の時の、集中的に町ごと避
難せざるを得なかったし、火災から逃れる、
家の崩落、土地の崩落から逃れるという、非
常に緊迫した度合いも、改めて浮き彫りにな
るのではないかと思います。
次に掲げたのは、数字上のことであります

が、現在、死者としてカウントされている方
が、阪神・淡路で6,433人、東日本では15,405
人、これは６月10日現在、１週間ばかり前の
数字だと思います。特徴的なのが、行方不明
者の数であります。
実は、ここに記載してございませんが、阪

神・淡路の時の行方不明の人数は、３人とさ
れております。それに比べると東日本では、
１週間前でありますが、未だに８千人以上の
方が行方不明ということで、ご家族が見つか
らない人の気持ちを考えると、この８千とい
うのは、数字に表現しきれない想いを、持っ
たものではないかと思います。
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実をいうと、建物は阪神・淡路大震災の方
がたくさん壊れています。約10万棟の建物が
壊れました。それに対して、東日本大震災で
は83,586棟ということですので、これは阪神
大震災の方が、全壊した建物は多いです。改
めてその意味の大きさを、感じざるを得ない
のだろうと思います。
半壊の建物でありますが、今回の場合半壊
というのは、津波の場合には、どこまで水に
浸かったかということで、主に判定するとい
う仕組みが用意されております。阪神・淡路
の時には、建物がかなり傷んで、半壊と全壊
は、截然として分かるのかという問題は、今
でも残っておりますが、津波の場合には、中
途半端に壊れるということは、あり得なかっ
たわけであります。
火災の件数は、案に相違して、件数として
は、東日本大震災の方が多かったのですね。
千葉県も火災の被害は、相当たくさんござい
ました。停電というのは、ご覧になっていた
だいたとおりであります。
１番下に被災地の毀損額、損害額みたいな
ことを書いてありますが、これはどちらにし
ても推計ですし、だから大きいとか小さいと
かとは、なかなか言いにくい数字であります。
この中には、結果的に原発事故で毀損してし
まう、これからの損害というのは、カウント
しようがないので、入っていませんから、増
えるといえば当然増えるというわけでありま
す。

財政基盤の脆弱な被災自治体

市町村のことを、考えてみたいと思います。
もちろん阪神・淡路大震災の時も、神戸市だ
けではありません。隣接のかなりたくさんの
自治体が、大阪に至るまで結構な被災をして
いるわけであります。淡路島も甚大な損害を
受けているわけであります。

今回の場合、岩手県の盛岡市や福島県の福
島市は、もちろん被害は大きいのですが、そ
う壊滅的であったわけではありません。です
から、比較的大きな市は、そのまま残ってい
るということになります。それが阪神・淡路
の時の神戸とは、違うことかも知れません。
今回の地震、津波災害、そして原子力災

害の場合、東北地方は合併が進んだとはい
え、小さな町村が、まだたくさんございまし
た。今の市町村でいいましても、財政力指数
が0.3未満です。
つまり0.3というのは、必要とされる財源

の、自分の税金で賄うことができる割合が
３割ということです。必要な財源の３割し
か、自分で賄えないことであります。この0.3
未満の市町村が、全体の16.7％でありまして、
日頃から自らの財源だけでは、生活に事欠く
といった市町村が、非常に多かったというこ
とになります。
そして、岩手や宮城の小さな町村は、全国

平均の豊かさの指数であります財政力指数の
0.55、この0.55というのは、市町村全部の平
均でありますから、町村の場合は0.33くらい
になります。市の場合で0.6弱くらいになり
ますので、足してみると0.55ということにな
りますが、町村はもっと状況は厳しいわけで
す。
全国平均の財政力指数、つまり市町村を全

部合わせますと、財政力指数というのは、自
らの行政を行うのに足る財源の55％、半分
ちょっとくらいは自前で調達できる。あとの
45％は、地方交付税に頼ることになるわけで
あります。その全国平均であります0.55を下
回る市町村が、全体の半分以上を占めている
ということであります。
自前の財源で自力の復興というのは、元よ

りどんな豊かな市でも、被災した後は自前の
財源で復興はできないので、これは当然とい
えば当然でありますが、もともと状況の厳し
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いところだったということになると思います。
阪神・淡路大震災の時には、発災直後、政
府が大分もたもたしているのでは、という批
判もありましたが、今回はちょうど国会の審
議中で、「お前、外国人から、献金受け取っ
ているんじゃないか。」と言われているその
最中でした。すぐに緊急災害対策本部が設置
されまして、３月17日は、被災者生活支援特
別対策本部というのも、設置されました。
また、そこから２カ月後くらいですが、東
日本大震災に対処するため、特別の財政援助
及び助成に関する法律という法律も、５月２
日に通りましたし、その前後、地方交付税の
総額の特例に関する法律とか、地方税法の一
部を改正する法律というのが通りました。あ
わせて５月２日には、４兆円を超える補正予
算が通って、いわば復興は、最初の軌道に乗
り始めたところだと、評価できるのではない
かと思います。
これが井下田さんの最初のご挨拶にありま
したように、本日百カ日でございますので、
この百日間に私達、あるいは私達の政府が成
し得たことであります。少し時間を遡りまし
て2ページ、大震災が起こって、最初に自治
体がやらなければならないこと、あるいは最
初の財政の役割というのは、何なのかという
ことを、百日前に時間を巻き戻してみて、考
えてみたいと思います。

多発する自然災害

日本は地震はしょっちゅうですし、津波も
私事で恐縮ですが、私の父は釜石に生まれま
して、私自身もほんの赤ん坊の頃まででした
が、釜石で若干暮らしたことがあります。昭
和三陸津波（1933年（昭和8年）３月３日午
前２時30分）は、父も子どもの頃でしたが、
時々その話を息子にしたかったのではと思う
のです。

私はあまり愛国心とか郷土愛に、関係なく
生きてきてしまったもので、そういう話を詳
しくは聞かずに、父は亡くなってしまいまし
たので、聞いておけばよかったと今更に思い
ますが、昭和三陸津波の記憶が、地元には残っ
ているようであります。津波は来ます。その
後チリ地震の津波もありましたし、少なくと
も三陸沿岸の人は、津波には抵抗できないこ
とを、はっきり知っております。
私もたまたま法事などで、釜石に帰省した

時に、父が散歩に連れて行ってくれた時に、
よく見せられたものです。私のうちのお墓と
いうのは、ちょっと高台のお寺のところにあ
ります。そのすぐ手前のところ、だいぶ高い
ところに、明治三陸津波の時にはここまで津
波が来た、昭和三陸津波ではここまで来たと、
ちゃんと標識があるのですね。
そこは海岸から見ますと、えらく高いとこ

ろにその標識が立っていて、私はたまたま、
法事か何かで帰った時に見ているだけですが、
子ども達は毎日、自分の背の全然届かないあ
んな高い所まで、つい数10年前にも津波が来
たのだと知っています。
大震災が起こって、私も岩手県や宮城県に、

何人か親類が生活しておりましたから、安否
を確認しようと思って、電話を掛けたのです
が、全くつながらなかったですね。１週間つ
ながりませんでした。でも、これも私事です
が、そうした記憶から三陸沿岸の人は、あん
な高い所までついこの間来たのだから、必ず
逃げるに違いないと私は信じていて、親戚が
無事であることを確信していたわけです。
幸いにして私の親戚は、相当高齢になって

おりますが、何とか生きておりました。逃げ
るということですとか、日頃から津波の怖さ
ということを、よく知っていたのだなという
ことを、改めて感じたところであります。
日本は自然災害に、ある意味でほとんど慣

れっこになっているくらい慣れています。特
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に戦後自然災害の猛威が渦巻いていて、戦後
から10年ちょっとくらい、災害に対する備え
というのに、法整備が大分行われてきたとこ
ろであります。したがって、その運用がうま
くいくかどうかを別にいたしますと、災害救
助そのものは、比較的よくシステム化されて
いると、評価してよいのではないかと、私は
考えています。

災害救助

自治体はまず災害救助法に基づいて、住民
の救助を行わなければならないと、災害救助
法に書いてありますので、親切だとか、ボラ
ンティア精神で住民を助けるのではなくて、
まさに仕事として、災害救助の仕事をしなけ
ればいけないわけです。
法律によりますと、その費用は、都道府県
が負担することになっています。その負担は、
半分から９割程度、今回は特例で、95とか
100となっていますが、国庫補助が後々なさ
れます。ですから、まず最初に、市町村が具
体的な仕事を行います。そのお金は、都道府
県が負担するということになりますので、仕
組みさえ決まっていれば、基本的に市町村は、
お金の心配をしないで、救助に当たれるとい
う仕組みになっています。
多少国会がもたもたしているということは、
実をいうと何でもないことでありまして、み
んな一生懸命自分に課せられた使命を果たせ
ば良い、という仕組みになっているわけです。
国会で総理大臣を代えた方がいいというのは、
私はあまり本質的な話ではないと思っていま
すが、仕事がなされます。それは先程申しま
したように、５割を出発点として国庫補助が
行われ、今回のように補助率が嵩上げされる
こともあります。
それから、これは後々になってであります
が、ここで普通交付税の講義をする場所では

ないと思いますが、普通交付税というのは、
ご存知のように国税の五税、所得税・法人税・
酒税・たばこ税・消費税、この５つです。こ
の５つの一定割合を地方に、自治体に、ルー
ルに基づいて、分配するという法律上の制度
であります。
ここにいらっしゃる皆さんは、この交付税

を通じて、被災地が立ち直るわけですから、
このお話を聞かれた以後、酒税の増収に邁進
していただきたい。たばこは私も吸わないの
で、自分で吸わないで勧めるというのもなん
ですが、たばこもたくさん吸っていただきた
いです。
それから、市役所・県庁を督励して、所得

税をたくさん納められるような、給料を出さ
せる。企業は、もちろんボランティアも必要
ですが、法人税をまけてくれと言わないで、
ちゃんと払って、それが確実に被災地に、今
度特例を通じて渡るわけですので、誰もがで
きる支援というのは、まさに目の前に開かれ
ていると。
たばこも吸わない、酒も飲まない方でも、

消費税を通じて、それが一定割合は、地方交
付税に算入されるわけですので、たくさん消
費して欲しいということを、切にお願いして
おきたいと思います。そういう地方交付税と
いうものを通じて、自治体に後には、還元さ
れていくということになります。
都道府県も東京都のように、豊かなところ

というのは、そうした配慮は必要ないでしょ
うが、財政力に対して、例えば岩手県や宮城
県は、非常に大きな費用が掛かってしまった
わけですから、その費用の割合に応じて、5
割から9割の国庫負担がなされている。それ
でももちろん自治体負担がありますが、残り
の自治体負担は、災害対策債という借金です
が、災害対策債で全額借りて、費用の足りな
いということは無いようにする。
そして、更にその後ですが、その借りたお
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金を返す時に、95%までは地方交付税に算入
して、あまり豊かでない自治体は、たくさん
地方交付税が来るという仕組みになっていま
す。今度被災した自治体は、その95%が地方
交付税で返ってくるといっても、それでもな
かなか大変だということもありまして、全額
地方交付税に措置するという制度も、今回は
行われているところです。
では災害復旧事業というのは、どこまで
やっていいのだ、誰を対象にどこまで。例え
ば宮城や岩手では、そういうことはありませ
んが、自主避難みたいな話だとすると、どこ
まで対象にするか、実はこれまでも、いろい
ろ問題になってきている。
こうした報道が一段落すると、資格が無い
人が、避難所に入ってご飯を食べているとい
う話が、そんなつまらないことで、探し出し
てきてもしょうがないと思うのですが、そう
いうのはあります。それはこういう状況では、
こういうふうにという基準がありますので、
それが災害救助の基準ということになってい
るわけです。
例えば、私の自治総研の事務所から、ほど
近いところでありますが、もう閉じてしまっ
た有名なホテルに、赤坂プリンスホテルとい
うのがあります。今取り壊しを待っているわ
けです。もし営業していれば、私など泊まる
ことができない立派なホテルですが、今営業
していないのです。
それで箱はホテルですが、シーツも自分で
洗わなきゃいけない、ご飯も配達してくれな
いということで、なかなか暮らしていらっ
しゃる方はお困りですが、3カ月だったでしょ
うか、限度で福島県から、被災して赤プリに
泊っていらっしゃる方もいます。その費用と
いうのは、通常一泊の基準では、５千円を限
度に、自治体が負担することになっています。
その負担の限度ですとか、一般的な基準と
いうのは、決まっているわけであります。今

回の場合、いろいろな特別基準を設定するこ
とにいたしまして、今も特に被災地では、避
難所として民間の旅館等を借り上げることや、
ずっと住む仮設住宅として、民間賃貸住宅を
借り上げることが、今度が初めてということ
ではないのですが、可能となっている。
今回いろいろな意味で、悲惨な状況になっ

ているのは、いわゆる瓦礫処理ですね。これ
は３月の末から、４月くらいの段階で、瓦礫
処理については、国が費用の負担を行うとい
うことが、早めに決まりました。仕組みは出
来上がっているのですが、現在でも被災地に
行ってご覧になれば、お分かりになりますよ
うに、瓦礫処理はほとんど進んでいないとい
う状況です。これからですね。
これまでも瓦礫処理というのは、一律２分

の１の国庫補助率であったのですが、今回特
例として、ちょっと筆が滑りまして、難しい
ことを書いたのですが、標準税収入、この括
弧の中は読まなくて結構です。減税とかそう
いうことをしないで、普通に入ってくる税金
と考えていただければいいです。
75分の100を掛けなきゃいけないと、面倒

くさいことが書いてありますが、それは知っ
ているところを見せようと思って、ひけらか
しただけでして、読まなくて結構です。その
割合に応じて、10分の９まで嵩上げして、10
分の１が残ってしまうわけですが、これもと
りあえず借金ですが、全額を災害対策債の
対象とし、元利消化の100%交付税措置する
ということに決まりました。仕組みの上では、
国が全額を負担するということです。
ただ、地方交付税という制度を使いますの

で、国が全額といっても、実額の全額を負担
するわけではありません。結局財政力指数で、
割り引いた数字を負担するということになり
ますから、新聞などに書いてあるように、全
額を国が負担するというのとは、実は違うの
です。そういうことには、目くじらを立てな
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す。それから、担当者にとっては、辛い仕事
でありました遺体の安置でありますとか、埋
葬といったことが仕事であります。
少し飛びまして、３ページの真ん中辺りに、

第三章　費用と書いてあります。ここが今日
の話の１つの焦点であるわけですが、先程申
し上げたとおりのことであります。三十三条
以降でありますが、救助に要する費用は、救
助の行われた地の都道府県が、これを支弁す
るとありまして、こうした費用は、とにかく
まず都道府県が、責任を持たなければいけな
いということになっているわけです。
これをずっと下に見ていきますと、それを

どうその後補填するのか、算出の方法につい
ての、地方交付税の仕組み等々が書かれてい
ます。ここを見て、例えばこの費用は、前
のページの三十四条を見ていただきますと、
三十四条には都道府県は、当該都道府県知事
が、規定により委託した事項を実施するため
に、日本赤十字社が支弁した費用に対して、
その費用のための寄附金、その他収入を控除
した額を、日本赤十字社に補償する。
三十五条は、これがある意味で、今度の震

災の大きな特徴であったわけです。都道府県
は、他の都道府県において行われた、救助に
つきなした応援のために支弁した費用、これ
も救助の行われた地の都道府県に対して、求
償することができる。請求することができる
ということです。
「情けは人のためならず」の本当の意味か
どうかは分かりませんが、ちゃんと費用は、
その他の国の機関についても同じなのですが、
請求することができるのですね。だから、他
の都道府県も、お金が無いからと躊躇する必
要はないですね。という仕組みになっている
わけです。
他の都道府県の応援の問題というのも、災

害救助法はちゃんと考えてある。これまでは
それが、必ずしもあまりうまくいかなかった

いといたしまして、仕組みの上では交付税に
算入して、国が一応全額責任を持つというこ
とになっているわけであります。
これが初動で、自治体が大震災に、地方財

政として対応したスキームを、簡単に申し上
げたところであります。が、今後のこともあ
りますので、災害救助法が自治体に、何をや
れと命じているのかというのを、確認してお
きたいと思います。２ページの下の方に災害
救助法、昭和22年10月18日、法律118号とあ
りまして、抜粋してあります。
第１条は、必要な救助を行って、災害にか

かった者の保護と、社会の秩序の保全を図る
ことを目的としてと、このように書いてあり
ます。具体的に救助なのですが、第22条は都
道府県知事の義務を定めておりまして、日頃
からこうしたような、必要な行動をとらな
きゃいけないということであります。
ページが替わりますが、３ページ、23条が

重要でありまして、漢数字の一から十までで
ありますが、自治体がまさにしなければいけ
ない仕事は、何なのかということが、ここに
10項目書かれております。新聞に報道され、
テレビで映し出されたその仕事一つひとつが、
ここに列記されているのを、確認することが
できるだろうと思います。
応急仮設住宅を含む、収容施設の供与を行

い、炊き出しその他食品の給与、及び飲料水
の供給を行う。被服・寝具・医療・救出・住
宅の応急修理、生業に必要な資金、器具また
は資料の給与または貸与を、行わなきゃいけ
ないですね。こういうことが、現在従前に行
われているかどうかを、確認しておく必要が
あると思いますが、まさにこれからが自治体
の責務なのであります。
学用品についても、もちろん、タイガーマ

スクに頼ることなく、自治体が本来ならば、
いつもそういうことを念頭に置いて、準備を
しておかなきゃいけないということでありま
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が、阪神・淡路大震災をきっかけに、自治体
相互間の救援協定というのは、非常にたくさ
ん作られましたし、今回はそれが多分、かな
り効率的に機能したのではないかと、私は
思っています。

災害救助の費用負担

その背景には、費用の負担はまず、それぞ
れ自らの意思で行い、費用を請求する権利が
あるということで、最後の帳尻を合わせる仕
組みになっていますので、ますます自治体相
互間の救援が、進むようになればいいと思っ
ています。これが災害救助法の、特に地方財
政に関する部分でありますが、ポイントであ
ります。
こうしたことで自治体が、まさに災害救助
の仕事に従前の準備と、実行を行うことがで
きる仕組みには、なっているのだということ
を、改めて申し述べたいと思います。今回な
どもそうですが、激甚災害の指定というのが、
４ページ目にあります。
最近は激甚災害というのは、増えているの
ですね。災害が増えているのではなくて、基
準が緩められたので、激甚災害の数は増えて
いるのです。それも激甚災害の場合には、補
助率の嵩上げを行うという規定があるのです
が、それを見てみますと、実際には1986年に、
この法律が作られています。
甚だしい災害の場合には、激甚災害指定と
いうのが行われて、補助率の嵩上げなど行わ
れてという仕組みも、30年以上前ですが、作
られていたところであります。この激甚災害
法の指定のきっかけとなったのは、1986年の
８月４日の、福島県の水害であったわけです
が、それ以来激甚災害という仕組みも出来上
がっております。
５ページの上の方に、それ以外の全体も見
渡しまして、とりわけ地方財政の対策という

ことに限ってではありますが、その他どんな
ことが、行われていたのかということの特徴
を、見ておきたいと思います。
その特徴は、申すまでもないのですが、自

治体に対するこうした災害援助の特徴、その
大部分、根幹の部分を、地方交付税という制
度が担っているのだと。このことを私達は、
改めて確認しておく必要があるのだと思いま
す。
つまり、国が何らかの形で補助金を出して、

だから国の責任だとか必要だとかということ
が、制度の根幹なのではなく、それも大事な
ところではありますが、地方財政というの
は、とにかく1から10までといってよろしい
でしょう、地方交付税という制度が担ってい
る。
地方交付税というのは、普段からある一定

のルールで配られるものと、現在全体の６%
は、特別交付税という形で、災害の被災額な
どに応じて、交付される部分があります。普
通交付税と特別交付税と申しますが、その両
方を合わせて交付税が、いわばこうした災害
のバックボーンになっているということを、
度々でありますが、強調しておきたいと思い
ます。
当然のことながら、今回もこの５ページの

上の方に、書いておきましたように、まず
2011年度になって、３月災害ですぐに特別交
付税というのが、３月18日にはもう決定され
まして、とりあえず759億円でありましたが、
22日にはお金が振り込まれた。直接被災地に
は、現金がすぐにその日に、届くかどうかは
分かりませんが、22日には交付が行われてお
ります。
それは災害で急な時に配る特別交付税です

が、本体の方の普通交付税も、４月年度始まっ
て概算分が交付されますし、６月・９月・12
月というふうに、その後交付されるのですが、
４月分と６月分が、繰り上げて交付されまし
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た。総額で9,767億円であります。
さらに、特別交付税の特例の交付というの
が行われまして、ここで先に申し上げました
ように、応援している自治体、救援に駆け付
けている方の自治体にも、この時に特別交付
税の交付が行われております。額は全体で59
億円でありましたが、応援している方にも、
ちゃんとお金が配られ始めているわけですの
で、こうしたことを強めて、自治体相互間の
相互の助け合いというのが、私は進展するこ
とを願っているわけであります。
５月になりまして、東日本大震災に対処す
るための、特別の財政援助及び助成に関する
法律、略して「東日本財特法」と呼んでおり
ますが、この中でどの自治体を対象にするの
かとか、どんな財政援助をするのかとか、地
方債というのは、理由がないと借金はできな
いわけですが、その借金をする対象を広げる
という、地方債の特例を適応するということ
も、この時に決まっています。
同じ５月２日に、補正予算が通りまして、
４兆円を使えるようになりました。病院の被
災がかなり大きかった、それから鉄道という
ことに関しても、手が打たれたのですが、病
院や鉄道は、その次の日に復旧というわけに
はいかないので、今後地方公営企業には、特
に自治体病院に関しては目が離せない。
自治体病院は、沿岸にあって流されてし
まったところ、被災したところがたくさん
あって、16くらい被災しているのですが、そ
もそも人口が減少するような地域だったの
で、合併の話が出ていたり、病院の廃止の話
が出ていたりしたところですので、これを機
に、他と合わせた方がいいのではという議論
が、出てこないとも限らない。目が離せない
状況であります。公営企業にも、対策が行わ
れています。
被災した自治体、あるいは被災した人達は、
当然のことながら、収入は無くなり、車が流

されておりますので、税金が払えないわけで
す。税金を取りようもないわけです。流され
た車の自動車税の請求が、結構来ているとい
う話もありまして、そういう例もありますが、
いろいろな税金が取れなくなっています。
そうすると、本来見積もっていた税収が

入ってこない、これを地方財政の言葉で歳入
欠かんという、入ってこないという意味で
す。災害の時には、そうした当然のことなが
ら、入ってこないという部分に関して、これ
も借金ではありますが、とりあえず入ってこ
なかった分を、納税者から取るのではなくて、
歳入欠かん債という借金をして、凌ぎなさい
ということになっています。
この歳入欠かん債の仕組みでありますが、

５ページの後半の方に、これは総務省の通知
です。これも七面倒臭いことが書いてあるの
ですが、こうした仕組みは先程申しましたよ
うに、東日本大震災は激甚災害だから、これ
これのこういう仕組みが使えますよと。
見積もりどおりに入ってこないというとこ

ろに関しては、歳入欠かん債という借金が可
能になりますよ。こういう計算方法と仕組み
で考えてくださいということが、５ページか
ら６ページについて書かれております。詳し
くは、中を読んでいただければと思い、省略
いたします。
６ページの上から３行目、ローマ数字で

IVと書いてありますが、当然のことながら、
住民票もそうですが、課税台帳とかデータ
も、流れてしまっているところがあるわけで
す。そうした滅失・破損に係る対応について
は、必要なデータの滅失・破損した自治体も
あるだろう、だから当該自治体において、課
税に必要なデータを回復するに当たり、国と
して取り得る支援策については、関係機関等
と検討している。
だから、もうちょっと待ちなさいというこ

とで、本当にそういうことが起こっているだ
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ろうと思います。被災した方に対しても、こ
うした制度が使えることを周知徹底するよう
にと、この通知は結ばれています。
６ページです。これはつい昨日、今日のこ
とでありますが、被災した方が、ローンの残
額がある、家を再建するため、商売を再建す
るために、もう一度ローンを組まなくてはい
けない、それは二重ローンということになる
わけです。この「二重ローン」の問題という
のは、最大の山場に差し掛かっているわけで
す。
が、昨日来、民主、自民、公明の３党で話
し合いが持たれていて、大筋の合意が取られ
ているのですが、ここで見られるように、必
ずしも個人向けの利子補給などについては、
十分な合意が取られなかった、ということが
あります。
そうでないと、この二重ローン問題という
のは、結局個人が破産をして、残っていた借
金については、債務免除を受けられるかもし
れないが、そんなことをしたら、次の借金が
できないわけです。生活は再建できないこと
になりますので、ここは何とか、つまり水に
流れてしまった債権を、共同の組織を作って
買い取るとか、利子補給するとかの対策が無
いと、生活の再建、あるいは家の再建、とい
うのも難しくなる。
これは多くの人が抱えている問題ではない
か、ということであります。債権放棄を金融
機関に促すことになるわけですので、そのと
きに金融機関にどういう対応をすればいいの
か、ということも、本来はかなりキチンと決
めなくてはいけないことになるだろうと思い
ます。

社会保障と税の一体改革

これは今日の直接のテーマでは無いので、
さらっとお話をすることにいたしますが、こ

うしたときに一方では、社会保障と税との一
体改革の結論を急ぐべきではないのでは、あ
るいは菅首相が辞任を表明しているわけです
が、そうした状況で、結論を出すべきではな
い、という意見もたくさんありましたが、約
束の６月中に「社会保障と税の一体改革」と
いうのがつい二日程前に出ました。
内容はここに紹介してあるとおりですが、

焦点は増税をどのようにするか、もちろん増
税に対しては根強い抵抗も、もちろんありま
す。特に消費増税が持っているいろいろな欠
陥もありますので、ここは結論が出たような、
出ないような感じになっていますが、一応一
体化というものの最終案が出てまいりました
ので、ここは後で見てみたいと思います。
復興のために復興構想会議、というものが

設けられておりまして、７ページの下から６
月11日に出た「たたき台」を見ています。復
興会議もなかなかズバッと結論が言えない状
況になっています。ここは財源をどうするの
か、ということに関する部分だけ抜粋してお
きましたが、歯切れが悪い、という感じだと
思います。
つまり、今日の結論の１つではありますが、

災害救助法をはじめとして、災害対策基本法、
激震災害法も含めて、戦後のかなり激しい自
然災害に対応して、自治体相互間の協力も含
めた災害対応、というのは結構出来上がって
きていた。しかしそれにもかかわらず、今回
の場合は被害が甚大なので、そうしたスキー
ムで解決がつくのかどうかという問題点が１
つです。
今日は、たくさん議論することができな

かったかもしれませんが、原子力災害という、
枠組みが違う災害にはどのような対応をした
らいいのか、ということが、今回は課題になっ
て残っているのではないかと思います。（注：
東日本大震災における原子力発電所の事故に
よる災害に対処するための避難住民に係る事
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務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関
する法律（被災者避難先事務処理特例法）が
８月５日に成立した。提出理由に「東日本大
震災における原子力発電所の事故による災害
の影響により多数の住民がその属する市町村
の区域外に避難し、又は住所を移転すること
を余儀なくされた事態に対処するため、避難
住民に係る事務を避難先の地方公共団体にお
いて処理することとすることができる特例を
設けるとともに、住所移転者に係る措置を定
める必要がある」とある。）
そうした仕組みはできているのですが、誰
が負担するのかというのが決まっているのだ
が、結局最後に負担する人に、どこにどうい
うお金があるのか、というのは法律を作った
だけでは分からないわけであります。８ペー
ジに書いてありますように、結局、最後は財
源をどうするのかということであります。

財源

財源に関してですが、奇妙な記事が出てお
りました。財務省は、ついこの間６月16日に
出てきました。去年余っている財源が２兆円
ぐらいあるのだ、これを使ったらいいのでは
ないかと。1.5次補正なんてこれで賄えるよ、
という話になっているのです。実際にそう
なっていて、その２兆円の増収の内の一定割
合は、地方交付税も増えることになるわけで
す。
時々このような謎めいたことが出てくるわ
けですが、第二次補正みたいなものは、これ
でやったらどうか、ということが出ます。逆
に言うと、いわゆる増税論を少し押し留める
という効果を狙っているのだろうと思います
が、こんな状況です。
最後に、地方財政の仕組みを、物事を書い
てみたいと思いまして、これを引き取って９
ページの１行目ですが、去年余っていました、

というのはどこかで見たことがあるような財
源だな、と私は気がつきました。
まだ平和だった、今年の１月25日に総務省

の講堂に全国から、千葉県の場合には、千葉
県知事、県庁の総務部長と、千葉市の財政局
長が総務省に呼ばれました。まだ１月ですか
らこんなことになるとは思っていなかったの
で、呼ばれて今年の地方財政はこのようにし
ましょう、という話を聞いてきたのです。
その内容が、９ページの下の方にⅠ！.Ⅱ！.

Ⅲ！ .Ⅳ！ .と書いてありました。ここでは細
かな話をする時間が無くなりましたので、大
雑把に申し上げますと、民主党政権になって
２年目、民主党政権が自前で編成する最初の
予算になったわけですが、民主党としては、
地方財政は非常に重要だということで、ここ
に書いてあるように、こんなに不景気でも、
交付税は増やす、一般財源を確保する、借金
を減らす。
今年する借金を、去年に比べて減らすだけ

ではなくて、前にしていた借金を返し始める、
交付税は増やすは、借金は減らすは、借金の
返済は始めるは、と普通では考えられないよ
うなことを考えているわけです。
10ページのちょうど真ん中当たりで種明か

し、という話をしていますが、最初につい先
日出てきた、２兆円余った、という話と同じ
で、地方財政も実は１兆円余っている、とい
うことなのです。去年隠しておきました、隠
しておいた分を今年使うので、見てくれは
１兆円増えているように見えますよ。ただそ
れは去年の分なのです。それをちょっと狸で
はないですが、隠しておいたという話になっ
ていただけです。
本来の地方財政の醍醐味はこの辺なのです

が、あまり拘泥する時間がございませんので、
ここも少し筆が滑っていますが、ご覧になっ
ていただけると、去年は税収の見積もりを国、
地方とともに著しく低くしておいたので、結



16

果的に、税金そのものが増えてはいません。
しかし見込みから言うと、国で２兆円、自治
体で１兆円増えているわけです。
見込みからですよ。実額は増えていない。
最初が低かったものだから、発射台が低かっ
たのです。それを使って、何かお金があるよ
うに見えているということだけで、現金が増
えているわけではないのです。見込みが低
かっただけなのです。でもこういうのは、ど
うやって隠していたのかを、書いた方がいい
かと思い、たくさん書いておいたのです。
結論は、14ページです。隠しておいたもの
を、今度は使うわけですから、もうこの手は
使えないわけで、来年度は、目茶苦茶に困る
ことになるのではないかと思います。私の用
意したものは、そこまでにしておきまして、
新聞記事を少し見ていただいて、終わりにし
たいと思います。
公務中に被災して死亡、または行方不明に
なった地方公務員は、この３県で330人いる、
公務災害の申請を一括して行おうか、という
話が出ています。どうぞ記事を読んでいただ
きたいと思います。新聞にもたくさん報道さ
れたと思います。
16ページに、これまでの災害救助法の枠組
みの税の特例、というものがありましたが、
まだ、規模や輪郭がはっきりしていないです。
原発被害では津波のように車が流されている
わけではなくて、放射能に汚染されています
が、エンジンを掛ければ動く状態であるわけ
です。あるいは、見た目には全く変わってい
ない土地、建物といったものを、どのように
税の減税を行うかは、特例措置の方針が決
まった、ということだと思います。
次のページは、津波の歴史的な話です。た
くさんあるのです。次のページは、震災の不
明者が８千人以上、これは想像し難い大きな
数字になっています。
19ページ以降は、先程、少し見ていただき

ましたが、社会保障と税の一体改革でありま
す。先程の五百旗頭さんがやっていらっしゃ
る、復興構想会議ですが、それも機関で所得
税とか消費税ですが、そこから増税を行うべ
きだ、と書いてあります。社会保障と税の一
体改革の方も、消費税や所得税も含めて、と
書いてありますので、財源は社会保障と災害
が取り合うような形になっているのです。
これをどのように最後を決着させるかとい

うのは、増税の是非も含めて、考えて行かな
ければいけないと思います。簡単に税の分野
だけ見ておきますと、皆さんに注意をしてい
ただくために、25ページの辺りからですね。
25ページの本文の下から２行目の消費税収と
いう、国・地方とカッコ書きになっていて、
消費税収は国と地方の両方あると常に書かれ
るようになりました。
26ページ上から４行目、今消費税法は、予

算の存続で高齢者三経費、年金、医療、介護
に使うと書いてありますが、その３つだけで
なく、子育てにも少子化対策にも使うという
ふうに、広げたうえで社会保障の安定財源確
保に向けて、消費税収の規模とこれらの費用
の関係を踏まえ、国、地方合わせた消費税収
の充実を図る。
現在５％という消費税ですが、４％は国の

消費税収、1％は地方の消費税収という仕組
みです。地方消費税収も含めて充実を図ると
いうことになりました。さらに重要なのは同
じページ、26ページの下から10行目辺りのア
ンダーラインを引いてあるところです。現行
分の消費税収については、これまでの経費を
含めて国・地方の配分、その配分の中には先
程申しましたように、地方交付税に回ってく
る部分があるのでそれも考えましょうよと。
その下の３行のアンダーライン、社会保障

を地方単独で国がやっているだけではありま
せんよ。地方単独で7.7兆円ぐらいやってい
ますよ。それについても考えましょうという
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ことが書いてあります。その点はしつこいぐ
らい国と地方と書いてあるところをご覧に
なってください。
28ページ、29ページが結論の部分ですが、
税制全体の抜本改革で、特に29ページの上の
⑶消費課税、⑷資産課税の話しとめくってい
ただいて30ページの⑸地方税制、一番頭に５
行ばかり書いてあります。
地域主権改革の推進及び国と地方を通じた、
社会保障の安定財源の確保の観点から、地方
消費税を充実するとともに、地方法人課税の
あり方を見直して、税源の偏在性が小さく、
だから消費税という意味です。税収の安定的
な、だから消費税という意味です。地方税体
系を構築する。
また税制を通じて住民自治を確立し、地域
の自主性・自立性を高めるため、現行の地方
税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」、
これが謎めいた言葉です。「自主的な判断」
と「執行の責任」というのは、私の解釈では
自主的な判断とは、自主的に判断して税金を
下げても良い。執行の責任とは、執行部の責
任で税金を上げても良い。下げるも上げるも
自由なのではないかと考えております。
別にそうだと書いてあるわけではありませ
んが、「自主的な判断」と「執行の責任」と
いう話です。この話は、先程も話したように
復興財源もしかり、社会保障もしかり、結局
最後の始末をするのは財源ということになり
ます。この財源を増税で賄うのか、そうでな
い方法で賄うのかということを、かなり真剣
に考えなければいけないということが、私の
結論です。
ついでに結論の蛇足になりますが、消費税
はここに来て10％にすることになりますと、
大きな欠陥を抱えているということに、今一
度、注意をしなければいけないというふうに
思います。やはり逆進性というのは、10％に
なりますと無視し得ないところであります。

特にこれだけではないと思いますが、例え
ば病院が行う医療は非課税です。病院が行う
医療に関して消費税が、取られることはあり
ません。また会社が正社員に給料を払うのは
非課税です。皆さんは給料を貰う時に、課税
分が引かれて渡されることはありません。
良いことのように見えるが、世の中の消費

税というのは、課税仕入れをすることによっ
て、それを前段階の部分を控除することに
よって、税を負担しない。外に添加する仕組
みになっているわけです。そうすると課税仕
入れで消費税を控除できないものは、できる
だけやりたくないわけです。
基本的には正社員に給料を払うと、課税仕

入れにならないが、非正規でアルバイトを雇
えば課税仕入れになるから、前段階控除でき
るわけです。非正規化というのは、それだけ
ではないわけですが、明らかに1987年以降確
実に増えています。97年には、正規と非正規
の割合が逆転した。
それは両方とも消費税が導入された時と、

消費税が５％になった時と、偶然かもしれま
せんが一致しているわけです。そういうこと
を含めると、私は消費税だから取りやすいと
いうだけで、議論が進まないのではないかと
思います。これは地方財政そのものの問題で
はないかもしれませんが、一言議論の素材と
して申し上げておきたいと思います。
「復興と地方財政の役割」について、現段
階で申し上げることはそんなにないのかもし
れませんが、翻ってみますと、仕組みは比較
的よく整備されている、それを十分使うべき
だ。最後に財源の調達の問題とは、増税なの
かどうかということを含めて、ちょっと宿題
が残ってしまっていることが、結論なのでは
ないかと思います。
ちょっと時間が長くなってしまって恐縮で

す、ご清聴ありがとうございました。以上で
ございます。
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質疑応答

（司会）
ありがとうございました。１時間20分ぐら
い掛けまして、地方財政と東日本大震災の関
係につきまして、大変にわかりやすくお話し
していただきました。時間が大分過ぎており
ますが、せっかくの時間でございますので、
何人かの方からご質問を受けたいと思います。
ご質問のある方につきましては、手を挙げて
お名前と所属を言っていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

（三瓶さん）
本当に詳しくご指導していただいたにもか
かわらず、あまりよく分かっていないところ
が大半で恐縮なのですが、大雑把な形で見え
てきたような気もするところもございます。
２つほどお伺いしたいのですが、今回の大地
震、大震災がなくても、政令市でも六自治体
でちょっと話は飛びますが、国民健康保険な
どが赤字と申しましょうか、一般会計の繰入
れができないような状態で、千葉市も平成
21・22年繰入れができないような状況です。
繰入れをしてしまいますと、相当千葉市の
全体の財政にも影響が出てきてしまうという
ことで、このような状況になっております。
そのようなことを解決していくための、ご指
南、変な話ですが、国の方でも改善を求めて
いることを言われたりするのですが、その辺
のお考えがありましたら、教えていただきた
いと思います。
もう１つ出たささやかな話ですが、現在こ
れまで被災者の方達は、とにかく早く仮設住
宅を造ってくれ、造ってくれと国会でも、そ
のようなことが議論されていました。ところ
が仮設住宅に当たったのはいいが、移ると今
度は、家賃や電気代その他が掛かってしまう、
しかも食料代も自分で調達しなければならな

いと。テレビでやっていたのですが、だから
まだ避難所にいた方がいいと。
結局仮設住宅当たったのだが、何か後手、

後手に回っている気もするのです。その際に
地方自治体で速やかに、一時的な生保の扱い
はできないものなのかと。その場合にも地方
自治体には４分の１を出さなければいけない
ので、なかなか難しいのかなと思うのです。
その辺の取り組みはどうにしたらいいのか。
よろしくお願いいたします。

（司会）
続きまして、どうでしょう。あと２、３人

聞いてから最後にまとめて。はい、どうぞ。

（椎名さん）
今日は地方財政ということで、私は、県内

の自治体の首長さんと様々な意見交換や懇談
をしてきました。旧自民党政権の時に三位一
体改革で、地方財政についてメッタメッタに
され、政権が代わって民主党政権になって、
多少なりとも地方財政は少しでも入ってくる
ようになってきたと。
そういった中で大震災が起きて、非常に各

自治体とも国、総務省の方からの指導もあっ
て、財政健全化法ですか、その殻もあって各
それぞれ自治体においては、行政改革を進め
て、様々な財源を確保しながら、行革をして
きたという自治体がほとんどだと思います。
千葉においても本当に自治体の格差が、非常
に大きくなってきているということです。
自治労としましては、すべての自治体にお

いて、公共サービスのセーフティーネットを
再構築しようという形の中で、どこに行って
も同じサービスが受けられることを、今運動
の中で取り組んでいるわけです。千葉におい
ても財政力のある豊かな市と、それに財調積
立てているだけの財政基盤があるところと、
財調すら貯められない自治体もたくさんある
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わけです。大震災の中で復興について地域格
差も出ている。
今日の新聞やニュースで、ある首長さんが
言ったのが、地震が来る前は比較的財政が豊
かだったので、貯金していましたと。だから
復興に対しては、その貯金を払い出して、住
民の望むような姿の復興プランを提案してい
ただきたいと。コメンテーターの方は素晴ら
しいですねと言っていたのです。果たしてそ
れでいいのかなと。
お金を貯めているところはできて、お金を
貯めていないところはできていない。それで
本当に公共サービスと言えるのかなというこ
とで、ちょっと疑問があったのですが、その
辺の地域間格差も含めて地方財政の現状、こ
れから本当に震災でもっと格差が広がってい
くのでないかということも、杞憂されますの
でちょっとその結果をお願いします。

（司会）
もう二方ぐらいどうでしょうか。よろしい
でしょうか。ではこれで質問については終わ
りにします。では、先生お願いします。

（菅原先生）
どうもありがとうございました。いくつか
ご質問をいただいたので、私が分かる限りお
答えしたいと思います。国保のことですが、
これは、税と社会保障、社会保障と税の一体
改革でも非常に大きな問題で、どういうふう
にしようかは様々議論されているところであ
ります。国民健康保険、国保は保険者が市町
村ということでありまして、財政基盤が弱い
のでないか。
三位一体改革の時に、都道府県の関与とい
うものを、５千億円くらい付けて、少し安定
するようにしたのですが、それではもちろん
十分ではないのです。今行われている議論は、
都道府県単位で再編するということが行われ

ています。しかし、保険料の徴収ですとか、
実際の事務はこれまでと同じように行うので、
結局帳尻を都道府県の中で合わせることに留
まるわけですから、国保の根本的な解決には
ならないと思います。
国民健康保険は自営業者や農業者のために、

最初に作られたものでありますが、現在は高
齢者が多い。高齢のメンバーが多いというこ
とであります。結局勤めを辞めてしまうと、
協会健保か組合健保から国保に移ること自体
を解決しないと、国保を例え都道府県単位で
再編したとしても、その構図は変わらないわ
けです。
１つの解決策として考えられているのは、

今言ったように都道府県にしてしまえば、と
りあえずもうちょっと基盤が確立する。突き
抜けてしまう、つまりアメリカの健康保険の
ように、日本の国保に当たるものは例外とし
て、各企業が健康保険を提供して、退職した
あとも突き抜けてしまう。
アメリカ最大の自動車会社GMに勤めてい

た人はGMを辞めた後もGMの健康保険だと
いう話や、組合健保や共済を統合しないと、
それもできないことになりますが、そういっ
た突き抜けの方式が、１つ提案されているこ
とは事実です。
ただ国保財政というのは、どの保険に加入

していたかということではなく、高齢者の割
合が増えていることに依っているわけですか
ら、どのように改善するか。高齢者がいなく
なることはないので、高齢者が多いというこ
とに対応した、健康保険制度を作らなければ
いけない。
それを輪切りにした後期高齢者保険制度な

のか、年齢で輪切りにしない制度なのかとい
うことは、ちょうど今考えているところです。
私はもともと統合して突き抜けの形にならな
いと、国保が助からないと思っていますが、
だから助かるかどうか、ちょっとまだ確信が
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持てないでおります。
仮設住宅なのですが、阪神・淡路大震災の
時もしかり、今回もしかり、災害復旧・復興
というのは、やっぱり避難所の適切な運営と、
その後の仮設住宅の適切な配置ということが、
一番肝心で、なおかつ、それがうまくいって
いないことだろうと思います。今回はみなし
仮設ですとか、いろいろなことを行いました。
反省も込めて宮城県などでは、地域コミュ
ニティーごとの仮設住宅とか、考えてみたの
ですが、なかなかうまくいかないのです。仮
設住宅もおっしゃるように、建設も必ずしも
スムーズに進んでいないことも含めて、当
たったら止めてしまう人もいないわけではい
ないことも事実です。
仮設住宅をどう配置するかというのは、今
空いている所を探して、山間の土地をさかん
に造成してやっていているところです。多く
の人は実はあまり望ましい所にできているわ
けではないのです。元にいた所にどうやって
復旧させるか。実は復興より復旧の方が大切
で、私は危険かもしれないが、元にいた所に
戻りたいということを、どうやって保障する
かを考え始めないといけないと考えています。
生活保護は義援金が入ったから、生活保護
を打ち切りとか逆のことが行われている。生
活保護は県外に被災していっても、受けられ
るという通常になりますので、本来は機能す
べきなのですが、なかなかこれはうまくいっ
ていないです。先月その生活保護に関する国
と地方の協議は始まりました。
国はもちろん生活保護は自治体でやりなさ
いといい、自治体の方は生活保護は、国でや
りなさいといって、協議は平行線です。これ
が半年、１年ぐらい続きそうですが、これも
25%自治体負担、75％国負担というのが、ど
うなるかということが、今年の焦点になるだ
ろうと思います。議論の行方を見据えていき
たいと思います。

それから格差ですが、地方交付税制度がき
ちんと機能をしていれば、災害を受けたこと
で、直接格差が生じることが、本来はないよ
うになっているはずです。が、やはり被災を
して、産業や生活の基盤が失われた所では、
復旧・復興に差があることは歴然たる事実で
す。
特に東北は多くの所で、もともと財政困難

でもありましたから、自力でというのは難し
い。福島県では当地での復興も危ぶまれてい
ます。税収の格差を緩和するのは、交付税制
度です。
交付税は、最初に申し上げました国税五税

を一定配分するということですから、（消費
税増税にともなって）一定割合を拡大するか
どうかという議論もあります。そうしたこと
を通じて、より多くを配分することができれ
ば、困難に直面しているところへも一定の部
分が、行くはずだと思います。ですから交付
税があればよい、という考え方ではないので
すが、やはり格差が生じないような交付税の
配り方を、より精密に考えてみたいと思いま
す。以上です。

（司会）
ありがとうございました。長時間にわたり

まして、先生からご講演、更にご答弁をいた
だきました。それでは、先生にお礼の拍手を
お願いいたします。
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東日本大震災における
習志野市の被災と今後の取組み

習志野市総務部生活安全室長

角川　雅夫
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はじめに、この度の東日本大震災において
お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り
し、ご遺族の皆様にお悔やみ申し上げますと
ともに、被災された方々に心よりお見舞い申
し上げます。
今回の東日本大震災により、本市では震度
５強を観測し、特に国道14号以南の袖ケ浦、
香澄、秋津、谷津地区を中心に、大規模な液
状化現象が発生し、上・下水道管やガス管、
道路の損傷等によりライフラインが寸断され
たほか、住宅の傾きやブロック塀の崩落、土
砂の噴出等が多数発生し、市民生活に大きな
影響を受けました。
主な被害は、まず人的被害としましては、
亡くなられた方が１名、負傷された方が６名
でありました。
住家については、７月末現在で全壊９棟、
大規模半壊・半壊あわせて約600棟、一部破
損は約3,600棟を超える被害となっておりま
す。半壊以上の被害のほとんどは液状化現象
によるもので、現在も住家被害の一次調査・
二次調査を実施しているところです。
ライフラインについては、電気・ガスにつ
いては比較的早く復旧し、上水道についても、
一部の地域で約２週間程度断水しましたが、
多くの地区では早期に復旧されました。
最も大きな影響を受けたのが下水道施設と

道路で、排水不良となった区域は、国道14号
以南の地域で約500ha、そのうち、下水道管
が土砂で埋まって使えない区域は約50ha・
1,500戸となりました。
また、道路についても、広範囲で噴出した

土砂の堆積があったほか、隆起・陥没が172
路線で発生し、６か所で車両通行止めとなり
ました。
市では、地震発生直後に災害対策本部を設

置し、自衛隊をはじめとする関係機関、また、
町会・自治会、自主防災組織等の市民の皆様
のご協力をいただきながら、職員一丸となっ
て、ライフラインの復旧を最優先として災害
対応にあたってまいりました。
特に復旧に時間を要した下水道施設につい

ても、６月末をもって応急復旧が完了し、使
用制限を解除することができたところです。
応急復旧がほぼ終了したことを受け、今

後、下水道施設・道路をはじめとする都市基
盤、及び液状化による被害を受けた住宅地の
本格的な復興、被災者への生活再建支援、防
災体制の見直しと強化等に取り組んでいくこ
ととなりますが、復興にあたっては、近い将
来の発生が想定されている首都直下型地震や
東海地震等の災害による被害を最小限にする
よう、災害に強い都市基盤を整備することに
より「災害に強い安全・安心なまちづくり」

を形成していく必要があります。
そこで、本市では被害を受けた地区
の計画的な復興と、安全・安心、災害
に強いまちづくりを目指し、「習志野
市復興まちづくり計画」を策定するこ
とといたしました。
この計画は、道路や下水道施設等に
関する「都市基盤の復興」、液状化に
より被害を受けた住宅の再建や宅地の
復旧等に関する「住宅地の復興」、被
災者の生活再建への支援や自助・共
助・公助が連携した防災体制等に関す
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基盤施設と個人住宅地の再建設手法や震災対
策案、現行の各種法制度を用いた復興手段に
ついての資料等を提供していただくとともに、
被災住宅地復興事業についての素案を取りま
とめていただく予定となっております。
今回策定する復興まちづくり計画を着実に
実行していくことが、「災害に強い安全で安
心なまちづくり」の形成につながることから、
全力で取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
今回の震災では、人的被害があったものの、
大規模火災の発生と延焼拡大、倒壊家屋や死
傷者が多数発生するといった最悪の事態には
至りませんでしたが、一方、これほど広範囲
にわたる液状化現象による被害というものは、
想定しておらず、また、交通機関がストップ
したことによる駅前の混雑や道路渋滞を目の

当たりにし、あらためて液状化対策、帰宅困
難者対策・防災拠点の物資備蓄、情報伝達手
段確保等の対策の重要性を実感いたしました。
また、本市は東京湾に面していることから、

地震発生後、多くの市民から津波対策につい
てのご質問、ご意見をいただきました。
津波につきましては、これまでの各種被害

想定結果では、本市で想定される津波高は最
大で１～２ｍ程度とされており、現在整備さ
れている高さ約５ｍの護岸を考慮すると、人
的・物的に影響を及ぼす大きな被害はないも
のとしておりましたが、今回の東日本大震災
のように、自然災害については予測を超える
事態が発生することも考えられます。市民か
らも、「想定は想定として、それ以上の事態
が起こったときのため、避難場所の確保等を
しておくべき」との声が多く寄せられている

る「生活の復興」の３つを大きな柱とし
て策定していく予定です。
特に、液状化した住宅地の復興につき
ましては、復興にかかる事業体系につい
て提案していただくことを目的として、
「習志野市被災住宅地公民協働型復興検
討会議」を７月８日に設置いたしました。
この検討会議は、学識経験者、有識者、
市民、行政の職にある方々を委員として、
液状化現象の発生原因、現状の地盤状況
と液状化対策案、今後の被害予測、都市

ところです。津波対策に関しては、国や
県の動向を踏まえながら、今後検証して
いかなければならない大きな課題のひと
つであると認識したところです。
災害からの復興とあわせ、この度の震
災の経験と教訓を生かし、本市の地域防
災計画の見直しと防災体制の強化に努め
るとともに、市民・職員の防災意識の高
揚を図っていくことが重要であると考え
ております。
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香取市長、　　　　
　　震災対策を語る
2011年7月28日香取市役所にて収録

語り手

香取市長　宇井　成一

聞き手

佐藤　晴邦
千葉県地方自治研究センター　副理事長

自治労千葉県本部委員長

司　会

髙橋　秀雄
千葉県地方自治研究センター　事務局長
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○高橋
本日は本当に時間を割いていただきありが
とうございます。
まず、私たちの自己紹介をさせていただき
ます。千葉県地方自治研究センターは、2009
年12月に設立されました。自治労や連合千葉
傘下の労働組合を母体として、連合千葉が推
薦する県議会並びに市町村議会議員、一般の
市民の皆さん、あるいは、市内県内に住んで
いる研究者を中心に、千葉県内の地方自治を
研究する機関として結成された組織です。主
な活動としては、講演会を開催したり、「自
治研ちば」という情報誌を発刊して、千葉県
内の地方自治に関する情報を発信しています。
「自治研ちば」の企画として、前号（本年
６月発行）から千葉県内の東日本大震災の被
害状況や復旧復興対策をテーマとした特集を
始めました。前回は、浦安市と旭市を取り上
げましたが、今回は被災状況も深刻な香取市
を取り上げることにしました。震災以降、当
然のこととして東北三県が注目されています
が、千葉県の被災状況も大変なものがあり、
全国に情報発信した方がよいのではないか、
というのが、この企画の第一の理由です。
もう１つは、震災以降、基礎自治体といい
ますか、市町村の役割が非常に強まっている
と感じています。やはり基礎自治体としての
市町村が、ますます力をつけていく必要があ
るのではないかという、問題意識を持ってい
ます。その点について、市長のお考えをお聞
きしたいと、今日はお伺いしました。時間も
限られておりますので、具体的に副理事長の
佐藤の方から質問をさせていただきますので、
よろしくお願いします。

損害は約200億円

○佐藤
早速ですが、東

日本大震災の香取
市における被災状
況のうち、液状化
による歴史地区並
びに住宅地区の被
災状況を中心にお
話をお伺いしたい
と思います。その
本題に入る前に、
全体的な香取市の被災状況について、概括的
で結構ですので、建物、道路、河川、上下水
道、農業等について、お話をお伺いします。

○市長　
最初に、建物被
害の概要ですが、
全壊・半壊等すべ
てをあわせまして、
およそ5,000棟に
上っております。
これは液状化のみ
ならず、液状化以
外の被害も多く含
まれています。

液状化については、約3,500ヘクタールの
市域で液状化の被害が起きています。これは
東京ドーム750個ぐらいの広さにあたります。
そのうち、住居の密集している市街地での液
状化被害は140ヘクタールほどです。したがっ
て、そのほかの約3,300ヘクタールについて
は、田んぼの液状化被害になります。
道路については、まず、約540カ所が破

損しました。そして、河川については護岸
の亀裂傾斜等が19件です。上水道について
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は、３月11日に約１万9,760戸が断水しまし
た。下水道については、公共下水で約1,500
戸、農業集落排水で約900戸、両方あわせて
約2,400戸というような被害になります。
香取市には小中学校が33校ありますが、ほ
ぼ全校が大小の被害を受けました。特に、利
根川以北にあります新島中学校というところ
は、応急危険度判定調査で危険の判定で赤紙
が貼られ、余震などで倒壊の危険性があると
判定されました。現在、新島小学校の教室を
借りて、小学生、中学生が一緒に勉学に励ん
でおり、仮設校舎の建設が、今、進んでいます。
消防署ですが、小見川に消防本部がありま
す。合併前の旧佐原市、旧小見川町、旧山田
町、旧栗源町のそれぞれに４つの消防署所が
あります。この中で栗源の分遣所が使用不能
になりました。現在、栗源の分遣所は栗源支
所に一時移転をしています。
さて、前述の液状化が農業関係の作付けに
影響を与えた面積ですが、約2,500ヘクター
ルに及びます。すべてが水稲で、お米の収量
で約1.4万トンの減、損害額で約28億円を当
初想定していました。しかしながら、実際に
は、各農家の努力等によって、現時点では約
328.3ヘクタール、収量で約1,838トン減、損
害額で約３億6,000万
円の被害ですみそうで
す。水路、用水路につ
いては、ずたずたに寸
断されたままという状
態でありますが、多く
は農家の努力によって
田んぼに水をポンプで
引いて、耕作をしてい
るという状況です。
また御存じのとおり、
４月４日にホウレンソ
ウが、放射性ヨウ素が

基準値以上になったために、出荷が停止・制
限されましたが、これは４月22日に解除され
ました。
現在、水道、下水道、道路、河川、農業施設、

または観光施設、及び文化施設、庁舎、消防、
その他の公共施設すべてあわせて、約200億
円の損害額を見積もっています。

○佐藤　
先ほど、建物被害がおよそ5,000棟に上り、

市街地での液状化被害は140ヘクタールほど
に及ぶというお話がありました。そのうちの
歴史地区における被災状況についてお伺いし
ます。

○市長
正確に申し上げますと、７月15日レベルで

すが、建物被害は5,860棟、そのうち液状化
被害が2,544棟となっています。液状化の被
害が出た地域には、重要伝統的建造物の保存
地区は含まれていません。この重伝建の古い
建造物が受けた被害は、直接的な地震の揺れ
によるもので、液状化によるものではありま
せん。古い建造物の多くの屋根瓦が落ちまし
たけれども、あれは揺れによって落ちたわけ
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であって、液状化によって地面が傾いたとか、
沈み込んだとかは、全くありません。

○佐藤
小野川に液状化によって泥があふれ、小野
川沿いの重伝建の古い建造物も液状化の被害
を受けたのかと思っていましたが、そうでは
ないのですね。

○市長
この図面は、市役所の近くにあります国土
交通省の利根川下流河川事務所が、大震災の
発生前の３月に偶然に作り上げたものです。
国土地理院から明治14年の軍管地方実測地図
という古い地図を見つけてきて、張り合せて、
作ったものです。この地図と現在の地図を比
較していただくと、利根川の流れが大きく変
わっているのがわかると思います。市役所の
すぐ脇を走る国道356号線は昔の利根川の堤
防の付近でした。ですから、現在、住宅が立
ち並んでいる国道356号線の北側は、昔の利
根川の水の中ということになります。液状化
が発生した地域は、昔の利根川の水の中で
あった地域と一致しています。

356号線の南側の上流部は、もとからの陸地
ですので、護岸が崩れたり、家の屋根瓦が崩
れたりはしましたが、液状化は全く確認でき
ていません。
よく、古い町並みのところの被害も液状化

によって被害を受けたのではないかという質
問をいただきますが、そうではありません。

液状化被害の場所

液状化被害をうけた香取市役所周辺図

千葉県の北東部に位置し、利根川に面する香取市

小野川の河床が隆起し
ました。液状化によって
あふれ出した泥が小野川
の河床に堆積したわけで
すが、この現象が起こっ
たのは河口に近い一部に
限られています。これは、
昔の利根川を埋め立てた
際に、小野川の運河を新
しく延長した部分にあた
ります。要するに、国道
356号線の北側の小野川
の河口付近が液状化の被
害はありましたが、国道

香取市
↑

利根川

◦千葉市

◦鴨川市
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○佐藤
わかりました。次に、震災の災害対策本部
や避難所を設置されていると思うのですが、
設置状況ですとか、震災直後の香取市の対応
についてお伺いします。

○市長　
３月11日は、３月市議会の開会中でした。
当日は一般質問の午後の部が行われており、
ある議員が質問しているときでした。直ちに、
議長に“議会の停止”をお願いして、議会を
中断していただきました。その直後に災害対
策本部を招集しました。４階の庁議室に部長
クラスをトップとした所定の職員を集めまし
た。現状把握等を行おうとした、その矢先に、
２回目の大きな地震があり、庁内での災害対
策本部の設置を一端中断しました。
当日は、確定申告の相談窓口を開設したり
して、多くの市民の皆さんが庁舎内にいまし
たが、即座に退避していただきました。全員
退避した後に、19時に災害対策本部を再招集
しました。おのおのが市内の現状を把握する
といったこと…例えば、水道であれば上下水
道の現況がどうなったのか、電気関係につい
ては、停電はいつ復旧できるのか調査する、
等について話し合いました。
電気については、市内は全域停電となり
ましたが、庁舎は自家発電で対応できまし
た。翌３月12日の11時９分、ほぼ全域が通電
しました。ただ、11日の夜、一番心配された
のは、信号が全部消えたことですね。そこで、
主要道路の角には、警察官の皆さんに立って
いただきました。ところが、本庁舎の前は国
道356号線なのに、警官が誰もいませんでし
た。「大丈夫なのかな」って、すごく心配し
ましたが、庁舎の窓から見ていると、ちゃん
と車同士が譲り合っています。「普段だった
ら事故があるけれど、全く事故がなかった」

といって、警察の皆さんも本当に喜んでいま
した。加えて、ガソリンがなくなる等で、１
週間～10日間くらいは、いろいろな面で難儀
をしました。
また、水道は、約２万戸が断水してしまい

ましたので、3月11日から毎日、40～50人で
工事を行ってきました。この工事を進めるに
あたって、市の全職員、地域の水道工事会社
の皆さん、ボランティアの皆さん等に関わっ
ていただきました。
給水体制ですが、各地域において最大15カ

所で給水活動をしました。他の市町村からも
多くの職員の皆さんに助けていただきました。
自衛隊にも出動を要請し、３月11日から４月
４日までの24日間で、延べ465人に及んでい
ます。運んでいただいた水の量は500トンに
上っています。大変な応援をいただき、感謝
しております。そして、水道管については、
３分の１以上のところで応急仮設配管を道路
側溝の上に敷設しました。まだ、そのような
仮設配管が、現状でも残っています。
避難所の設営ですが、3月11日の夜から香

取市の市民体育館を中心に設置をしています。
３月11日で最大613人の避難者、延べ人数に
いたしますと2,914人、約3,000人の収容をさ
せていただきました。当日から備蓄していた
アルファ米等をお配りして、大変寒い日で
あったのでありますけれども、お過ごしいた
だきました。避難者は、翌日からは少しずつ
減っていきました。

○佐藤
水道の復旧にずいぶん時間がかかっていま

すが…。

○市長
水道の仮設を含めて全部復旧するのに約40

日以上かかっています。なぜ、そのようなこ
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とになったかといいますと、例えば、佐原の
中心街ですとか、小見川の市街地といったよ
うな地域は、２日とか３日で全部復旧してい
るのです。しかも、応急仮設配管ではなくて
復旧しています。しかし、市街地から遠く離
れるほど、液状化の地域に近づくのです。毎
日、多いときで３回から４回、災害対策本部
を開いて復旧工事の進捗状況をチェックしま
した。初めのうちは、例えば１日目は1,000軒、
次の日は1,500軒、復旧したという報告を受
けていました。復旧工事が３日、４日、５日
と進んでくると、１軒の報告も受けなくなり
ました。何でそうなるのかと、実際、私も現
場に行きました。
皆さん、経験あるかもしれませんが、水道
の復旧はどうやるか知っていますか？今回の
ような大地震があれば、配管がどこで亀裂し
ているか、断裂しているかわかりませんから、
今までと同じような100％の水圧で流します
と、配管の弱っているところが全部破裂して
しまいます。ですから、当時30％の水圧で配
水しました。３割ぐらいの水圧で配水すると、
ある程度割れているところから水が噴き出し
てきます。そうすると、「ああ、ここから漏
水しているな」と確認して直します。また、
水圧をかけ配水すると何㎞か先かで漏水して
いると直す、ということを繰り返していきま
す。
数日後には、工事が全く止まってしまいま
す。私も実際に現場へ行きました。どのよう
な状況なのか聞いたり、見たりしました。通
常の漏水というのは、断裂だとか亀裂が入っ
た個所を直すわけです。ところが、液状化の
地域はそういう状況ではないのです。配管が、
グチャグチャになり、砂没し配管の中に砂が
入り１ｍで３カ所も４カ所も割れている状況
になっていました。それが何十㎞と続いてい
るわけです。例えば、100ｍの水道を掘って、

直していって、埋め戻すというと、それだけ
でも１週間とか10日はかかってしまいます。
市民の皆さんは早く水がほしいわけです。

そんなには待たせられません。ですから、私
が指示をして、道路の側溝上に応急仮設配管
を始めました。私の方から、道路管理者が管
理している道路であれば、自動車を止めて工
事をしてよいというゴーサインを出しました。
それでもこんなに期間がかかりました。前述
のように、３分の１はまだ応急仮設配管で、
住宅一軒につき一本だけ20ミリの蛇口を設置
しましたが、市としては個々の住宅の水道管
に接続までは行っておりません。

国・県へ要請行動

○佐藤
先ほど、少し地図で説明していただきまし

たが、国道356号線の北側の液状化した住宅
地域や小野川沿いの歴史地区における、復旧・
復興の取り組みについてお伺いします。

○市長　
３月11日から、ライフラインについてはも

う致命的な被害を受けました。水道について
は４月17日に復旧しました。これでおよそ38
日間、断水の地区があったということです。
下水道については、５月11日に復旧しました。
62日間、最終的につなげなかったところが
あったということです。現在でも一部の流れ
の悪い地域は、仮設のポンプでくみ上げてい
るというような状況です。避難所については、
５月15日に閉鎖しました。３月11日から数え
て66日間でしたが、およそ47世帯だったと思
いますが、避難されていました。応急仮設住
宅は市内に30棟を建て、現在30棟すべてに入
居しております。そのほかの世帯の皆さんは、
一般のアパート、国家公務員宿舎、県の宿舎
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等に入居いただきました。これが５月15日ま
でです。
そして現在は、「香取市災害復興計画」を
策定しようとしているところです。少し説明
させていただきますと、外部委員に団体の代
表者や識見者、また関係の機関の皆さんで構
成して、８月３日に設置します。策定の期間
は、平成23年12月を目途とし、内容について
は、市民アンケート、各区長の会議、またパ
ブリックコメント等を行いながら策定してい
きます。
先ほどの液状化の住宅の復旧等については、
この復興計画の策定も平行して進めながら、
現在は上下水道、道路等の復旧の計画、雨水
対策、液状化の対策、全体的なスケジュール、
復旧の進め方等について地区の説明会を開催
しました。
設計にあたって各世帯の要望を聞きながら
できる限り遂行していくというようなお話を
させていただいております。今後も、地域の
皆さんと直接お話をすることになっておりま
す。私自身も市内各部署や各地区の皆さんと、
復興にあたっての要望を聴取しております。
先日も、若い世代の代表者11人との対談を行
いました。
歴史的な町並みの復旧については、文化庁、
国土交通省、千葉県等の協力
をいただきながら実施する、
という計画をもう既に立てて
います。約３年程度かかるだ
ろうと、見込んでいます。そ
れではこれまで私が取り組ん
できた、国や県への要請活動
を少しお話させていただきま
す。
まず、４月５日に、高木文
部科学大臣に直接お会いしま
した。その後、近藤文化庁長

官にもお会いして、「重要伝統的建造物群保
存地区」の建物の再建及び復興をきちんとし
ていただきたいと要請いたしました。この直
後に、文化庁の担当者が保存地区を視察して
いただくことになります。
翌６日には、民主党の文部科学部門会議が

開催され、そこで多くの国会議員の皆さんの
前で、今回の液状化等について説明をさせて
いただきました。
４月12日には、大畠国土交通大臣、そして

松本防災担当大臣に、液状化についての要望
をさせていただきました。同じく16日には、
民主党の岡田幹事長が香取市の視察に来られ
て、１時間ほどじっくりと現状を見ていただ
きました。町並みも含めて液状化等の被災地
域の惨状を訴えました。
そして４月23日には、大畠国土交通大臣が

香取市に視察に来られ、いろいろなお話をさ
せていただきました。翌24日に、大臣から直
接私に連絡をいただき、「被災状況のビデオ
を作成して、私のところに送ってもらいたい」
と話がありました。２日間でビデオを作成し、
大臣にお届けをいたしました。国土交通省の
中に災害対策本部があり、委員全員に配布し
たということを、後々に伺いました。
そして４月28日の午前には、県内16市の市
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長とともに、松本防災担当大臣に「液状化の
運用指針の変更について、どうにか考えても
らえないか」という、２回目の要望に行って
います。
これは、御存じのように、住家の被害認定
運用指針の中に、液状化というジャンルがほ
とんどなかったため、住宅の傾きについては
全くお話にならないような内容でありました
ので、現状を考慮して、不十分な点をきちん
と明文化していただきたいとお話をしました。
これは、私の方から浦安市へ働きかけ、県
内16市の賛同をいただいたということであり
ます。また、４月28日は午後から、私と旭市
の市長の二人で森田知事に「合併特例債」の
期間の延長について、要望いたしました。
これまで国土交通省の防災担当等の皆さん
に再三にわたり要請をしてきたことが実り、
５月２日に、この液状化の運用指針が大きく
改善されました。これによって、約400軒の
被災住宅を支援対象とすることができました。
５月10日には、民主党の江㟢孝参議院議員
が香取市に視察に来られましたので、江㟢議
員にも液状化や合併特例債の特例期間の延長
を強くお願いしたところ、後の決算委員会で、
この合併特例債の特例期間の延長について質
問していただきまして、これが実は功を奏し
ました。
６月６日、細川厚生労働大臣に、液状化に
関わって更なる支援策の陳情を行いました。
災害救助法に基づく住宅の応急修理に対して、
一世帯あたり52万円を限度に支給されます。
ただ、支給の要件として工事の完了期限が災
害発生日より１ヵ月以内となっています。こ
のことについて運用の幅を広げて、期限も延
長していただきたい要望をいたしました。も
う７月になりましたが、市内では工事がまだ
続いていいます。１ヵ月しか支給しないとい
う現状では期間が足りません。また、松本防

災担当大臣へ３回目の訪問になりますが、さ
らなる液状化に関するお願いをして来たとこ
ろです。
６月15日に、合併特例債の期間延長につい

て、香取市を含めて、県内６市長で総務省に
お伺いして、片山総務大臣に直接お願いをい
たしました。
香取市は、合併して５年になります。今年

に入って、合併特例債の対象となる大きな事
業を立ち上げようとしていました。４月に１
件、５月に１件の入札を実施しようとしまし
たが、４月の入札については、名乗りを上げ
た８社中６社が辞退しました。そして、５月
については、すべての業者が辞退してしまい
ましたので、現状では入札を延期しています。
なぜかといいますと、大手ディベロッパー

は、東北３県に人材も物資も取られており、
私たちの方まで手が回らないというのが実態
です。やはり私たちよりも、もっともっと大
変なところがあるのですから、そこから先に
対応していただくのは仕方のないことです。
問題は、合併特例債の対象事業の実施期間

が限られているため、１年間、もしくは２年
間を棒に振ると、もう残りの３年では事業を
実施できなくなってしまいます。したがって、
「この棒に振る期間、おおよそ３年から５年
を、そのまま延長してもらえないか」と要請
をしたわけです。合併特例債の充当率を高く
してもらえないかとか、上乗せしてほしいと
いうのではなくて、「空白の期間をそのまま
後ろに延長してくれないか」ということです。
近年、市町村合併をし、香取市と同様の状

況に置かれている旭市、山武市、成田市等の
６市長が片山総務大臣に要請しました。
政府や国・県に対して、これまで香取市が

どのような点を念頭に置きながら、取り組ん
できたのかがご理解いただけると思います。



32

基礎自治体の底力

○佐藤
腰の重い国を動かすというのは、大変な労
力が必要だと思います。今のお話の中でも少
し出てきましたが、県内の自治体との連携の
取り方や県の役割はいかがですか。また、補
正予算の状況、今後の財政見通しについて、
お尋ねします。

○市長
今の件で、少しお話をさせていただくと、
まず合併特例債の期間延長については、３月
17日に、私から旭市の明智市長と山武市の椎
名市長に連絡をして、「私たちは合併市とし
て同じ問題を抱えている。合併特例債の期間
延長を関係機関に働き掛けていきたい。共同
歩調を取ってもらえないか。」とお話をさせ
ていただきました。両市長からは、「ぜひ一
緒にやりましょう。」と賛同していただきま
した。これが発端となり、徐々に動きが大き
くなって、県の市長会に提出しました。県の
市長会から全国の市長会に提出して、そして
全国のうねりになって片山総務大臣のところ
へ要請に行ったということにつながっていま
す。
私たちの香取市から、合併
特例債の期間延長の取り組み
を、全国でいち早く打ち出し
ていったというようなところ
があります。合併特例債の期
間延長と液状化被害に対する
国の支援について、関係する
大臣へ要請するにあたって、
香取市が事務局のかわりをさ
せていただき、県内の各市の
とりまとめをさせていただい
ています。

何を申し上げたいかといいますと、基礎自
治体の底力というのは、こういうところなん
じゃないのかなと思います。香取市のような
田舎の一都市がいくら頑張って働きかけても、
国を動かすことはなかなかできません。とこ
ろが、例えば、液状化被害については、香取
市や東京湾沿岸部だけではなく、お隣の茨城
県の潮来市、鹿嶋市も状況は同じなのです。
ですから、一緒に要請に行きました。その時
には、埼玉県の久喜市の市長にも来ていただ
きました。久喜市は高台ですが、液状化被害
が発生したのです。液状化被害は全国的な問
題であると国へ訴えてきました。そのような
行動が必要だと思い、それを実践してきまし
た。この基礎自治体の力というのは、私は、
はかり知れない大きな力を持っている、秘め
ていると思っています。そして、可能性もす
ごくあるのだろうと思います。
さて、補正予算の関係をお話します。これ

まで３度の補正予算を行いました。３月、４
月に専決処分を行って、この専決処分につい
ては、その都度、議会の全員協議会に説明を
しております。先の６月議会で補正を行って、
この３回の補正で総額は140億円を計上して
おります。実際には、まだ査定の未確定の事
業が存在しますので、先ほど申し上げたよう
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に約200億円は超えると思います。さて、こ
の財源は、災害救助法の適用から始まり、激
甚災害の特別財政支援法等に基づく補助金が
あります。国、県からの補助金や地方債等を
充当しながら、復旧・復興を成し遂げていく
ことになります。香取市で単独に準備する多
額な財源も必要だろうと思いますが、やはり
的確な財源措置というものを、国や県にお願
いしたいと思います。
もう少し細密な話をさせていただきます
が、３月の大震災の時点の、応急的な工事等
を行っていただいた会社は、間違いなく地元
の零細企業です。この会社に対して、大震災
から４ヶ月半がすでに経過していますが、ま
だ費用の支払いができていないところもあり
ます。現段階では、国、県から交付予定の金
額が１銭も入ってきておりません。これでは、
地域の復興に最も力を貸していただいている
地元の会社が、最も苦しむことになるのです。
香取市もできるだけ立て替えられるものは、
対応していこうと考えています。いずれにし
ても、できるだけ早い時期に地元業者への支
払いができるように、県等の担当者には対応
をお願いしたいと思います。
現在、査定が徐々に終わり、これから災害
復興計画を策定しようとしているときであり
ますので、この夏が終わる頃には、いよいよ
本格的な工事が実施されると思います。その
際には、交付されるとありがたいと思います。
何しろ莫大な金額ですので、市が立て替える
というのも限度があります。復興関連の工事
などに携わっていただく、市民、もしくは零
細業者、会社に我慢や負担を強いるのは気の
毒です。このようなことを懸念しています。

○佐藤
今回の大震災で、市民の皆さんをはじめ、
宇井市長、職員の皆さんも大変な苦労をなさ

いました。今回の事態に対応される中で、特
にお感じになったことを最後にお伺いします。

○市長
私が本当に感じたのは、こういう言い方は

少し極端かもしれませんが、大震災の直後は
被災地の市民をだれも助けてくれないという
ことです。時間がたてば、多くの浄財をいた
だいていますが、支援や救助等で動いてくれ
るのは、やはり地元の市民、そしてその原動
力になるのは自治体の職員です。これは間違
いないです。本当によくやっていただきまし
た。
市民の皆さんの中には、対応が遅い等の不

満の声を上げる人もいましたが、職員の皆さ
んにはよくやっていただきました。本当に頭
が下がります。私が夜中眠れないのは当たり
前ですが、本当にもう昼夜を問わず、夜中ま
で職員の皆さんが働いていました。私も市長
室に１週間、泊り込みになりました。
市の職員は、１週間以上も泊まり込んで災

害対応をしていました。本当によくやってい
ただきました。水もありません。食べるもの
も３食カップラーメンです。頭が下がります。
大震災の直後は市民の皆さんからいろいろク
レームがありましたが、今はほとんどありま
せん。１ヶ月とか２ヶ月とか経ちますと、「香
取市の職員は、よくやってくれている。」と
いうのがよくわかってもらえたのだと思いま
す。

○高橋
宇井市長には大変お忙しい中にもかかわら

ず、心のこもった良い話を聞かせていただき、
本当にありがとうございました。

○市長
こちらこそ、ありがとうございました。
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通信部日記
東北の通信部で過ごした７年余

ジャーナリスト

塚本　弘毅
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今年４月末で、東北で過ごした約７年５カ

月の単身赴任の通信部生活を最後に毎日新聞

社を退職した。思えば、1970年入社の千葉支

局（千葉市）を振り出しに長い毎日新聞人生

だった。東京本社勤務から通信部に出たのは、

定年の60歳近くになり定年後も働ける場の一

つとして通信部があることを知って手を上げ

たからだ。

通信部を希望するにあたり、「全国どこで

も行きます」と会社に宣言した手前もあって、

福島県原町市（現南相馬市）の原町通信部（現

南相馬通信部）を二つ返事でOKした。許諾

後に、「ところで原町とはどこにあるんです

か」と人事担当者に尋ねたが、それが2003年

12月１日付からの我が通信部生活のスタート

だった。09年４月には、約20年前に青森支局

（青森市）勤務をした経験から青森県を志願

して弘前通信部へ異動した。さまざまな出会

いがあり、今振り返るとあっという間に過ぎ

た通信部生活だったが、東北人の内面に秘め

られた温もりが忘れられない。

原町（現南相馬市）通信部時代

原町通信部は1985年５月から空席となり、

18年ぶりの復活だった。担当区域は、宮城県

境の相馬市から南下し、原町市や双葉、浪江

の両町など計９市町村。06年１月には、鹿島、

小高両町と原町市が合併して南相馬市が誕生

した。通信部も「原町」から「南相馬」に改

称された。今や南相馬市など担当区域は、東

日本大震災の被災地で、何よりも東京電力福

島第一原発事故の大きな被害を受けてすっか

り全国的に知られるようになった。しかし、

私が赴任した時は、毎年７月に相馬市や南相

馬市などで行われる「相馬野馬追」が最大イ

ベントという南東北の穏やかな田園地帯だっ

た。

東側の太平洋沿いにJR常磐線とほぼ並行

して国道６号が走る。双葉町と隣町の大熊町

には福島第一原発の１～６号機が稼働してい

た。大熊町の福島第一原発事務所や７、８号

機増設凍結解除した時など双葉町には何度も

取材した。その当時は「発電に伴う放射性廃

棄物を処理できないトイレなき原発」という

意識はあった。しかし、地震と津波で原発が

壊滅し、周辺住民が住めなくなるなどという

危機意識は正直なところなかった。

07年の参院選での選挙企画（福島版）では、

「現場発地域課題を追う」と題するシリーズ

で「原発行政」を福島支局と共同で１回取り

上げた。「安全か経済効果か」という見出し

だったが、このような事態に陥るとは私の認

識は甘かった。原発事故を想定した訓練が行

われたことがあった。その関連記事を読み直

してみれば、訓練に参加した東電や行政の関

係者は最悪の事態は想定外の悠長な想定の下

で実施し、私もおざなりに原稿を書いていた

んだなあと恥ずかしい気持ちだ。

震災・原発の被災地に

「３.11」後は、当時の知っている光景は一

変した。心の準備がまだ出来ていないため、

まだ現地には足を踏み入れていないが、これ

までの報道や知人などの情報では余りにもの

変わりように胸を突かれる思いだ。担当した

区域の常磐線と国道６号沿いの海岸までの地

域はほぼ津波に襲われたようだ。相馬市の太

平洋岸の潟湖で景観を誇る松川浦や浪江町請
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戸の海辺にあった造り酒屋なども津波被害を

受けた。何と言っても深刻なのは、現在も進

行中で収束のめどが立っていない福島第一原

発事故による放射能被災が福島県だけでなく

関東など周辺地域にまで影響を及ぼしている

ことだ。

改めて原町と南相馬通信部時代の私の書い

た記事を張ってあるスクラップ帳を開いてみ

ると、あの人やこの人たちはどうしているだ

ろうかという思いに駆られる。新聞などで現

況に触れている記事で知っている人たちが登

場していると、「ああ元気だったか」と安ど

したり「頑張ってくれよ」と祈ったりしている。

その中の一つとして、強く記憶に残るのは

足しげく訪れた飯舘村だ。飯舘村は04年に隣

接する原町市などとの合併話から離脱し、自

立を選択した。阿武隈山系の高原地帯にある

小さい村ながら、アイデアマンの菅野典雄村

長のリードよろしく「までい（丁寧、心を込

めて）」な独自の村づくりに励んできた。「小

さいことはいいことだ」として村民とともに

減農薬などの循環型農業を目指していたのに、

それが放射能汚染の影響で計画的避難区域に

指定された。ほとんどの住民が避難せざるを

得なくなり、そのような村民の願いは頓挫し

てしまった。

村で唯一のカフェ「椏久里（あぐり）」は

山荘ふうのしゃれた建物で、経営する市沢秀

耕さん夫妻の磨き抜かれたコーヒーの味に引

かれて県外客も訪れるほどだった。自作の無

農薬野菜などを提供する自然食レストランを

05年に開設した村上真平さん夫妻……みんな

村を離れてしまった。「どぶろく特区」を認

められた村で、５年前からどぶろくを作り販

売していた「きまぐれ茶屋ちえこ」はどうなっ

たろうか。

また、警戒区域や計画的避難区域などに指

定された南相馬市。現在１期目の桜井勝延市

長は今年４月、米誌タイムの「世界で最も影

響力のある100人」の１人に選ばれた。桜井

市長は英語字幕付きの動画で「政府や東京電

力からの情報が不足している」と世界に向け

て発信したことが、日本の政治家として珍し

く明確に発言したことがたたえられて選出さ

れた。通信部時代に桜井市長とは市議を務め

ていた時から交流があり、よく市政問題など

を一緒に論じた仲だった。４月ごろ携帯電話

で連絡があり、通信部当時と変わらぬ元気な

口調でひとまず安心した覚えがある。

旧友との連絡

さらに、宮城県に避難している元南相馬市

役所職員や横浜市に避難の元双葉町議らと電

話連絡が取れた。もっと落ち込んでいると

思っていたが、予想以上の日常と余り変わら

ぬ明るい声にホッとした。しかし、スクラッ

プ帳を広げては当時の「平和な光景」を思い

出して現在の窮状との落差に愕然とする。

そして、南相馬市で過ごしていたころ毎晩

のごとく食事をした定食屋、行きつけの居酒

屋、喫茶店などを思い出す。取材で知り合っ

た住民の方や市議、市役所職員など数多くの

人たちの顔を思い浮かべては、「３.11」後

の「新たな歴史」に対して私はどう向き合え

ばいいのか悩んでいる。旧交を温めるように

何気なく現地を訪問すれば済むのか。ボラン

ティア活動するべきか。取材ならば大義名分

ができて行きやすいが、取材を離れた今は、

大いに迷うところだ。しかし、あるがままの



37

姿で訪れて会うしかないと思えるようになっ

てきた。埼玉県の親類宅に避難している元南

相馬市役所職員と懇談した際、「会いに行け

ばみんな喜びますよ」と言われた。その言葉

を支えとして、再び南相馬通信部時の担当区

域を回ってみようと考えている。

それにしても、今までの対応を見て東京電

力の無責任につながる当事者意識の希薄さに

はあきれるばかりだ。「想定外の地震と津波

に襲われた自分たちこそ被害者」と想定して

いるのではと思ってしまう。今回の原発事故

で地震国の日本に54基の原発を許してきた政

府・電力会社の異常さを改めて痛感した。原

発の技術はいまだ未完成であり、人類の英知

では制御できないことも分かった。事故がな

かったにしろ、原発操業に伴って増加する一

方の放射性廃棄物の問題がある。安全になる

まで低レベルでも300年間、高レベルなら少

なくとも10万年の管理が必要だという。300

年前なら江戸時代中期、10万年前では旧石器

時代にあたるが、まさしく気の遠くなるよう

な時間で、これを安全に管理できるとは到底

思えない。

しかも、自国処理では無理と「核のごみ」

を日米主導でモンゴルに作る計画も持ち上

がっているに至っては、今後の選択肢は「脱

原発」しかないと思う。そもそも、単に水を

熱した蒸気でタービンを回して電気を起こす

のに、なぜ原爆と同じ原理の原発なのかとい

う疑問がある。そもそも原発の出自は、原子

力潜水艦などの軍事からの転用だという見方

もある。これからも人類が存在するとして、

目先の既得権益維持のために負の遺産を10万

年後まで押しつけていいのだろうか。

弘前通信部時代

一方、弘前通信部へは08年４月１日付で着

任した。一つ所で４年以上もいると、大体は

マンネリに陥ってくる。このため、青森県の

独特の良さを思い出して希望したら、弘前と

いう話が結びついて決まった。私は秋田県出

身だが、隣県なのにこうも違うのかなと感じ

ていた。20年前の青森支局と今回の通信部で

計６年余り青森県に在住した経験では、まず

雪の降り方が厳しい。津軽の地面から猛烈に

雪が吹き上げてくる地吹雪がよくあり、積雪

量も多くて、半年は「雪の季節」と言ってい

い。そういう中から生まれたのが、魂を揺さ

ぶる津軽三味線だと思う。その真骨頂は、た

だ「たたく」のでなく初代の高橋竹山のよう

に激しさの中にも津軽の大地から静かに語り

かけてくるような弾き方だと思う。

こうした長い冬が終わりを告げる春の「さ

くら祭り」は心躍る。特に日本一のさくらと

誇る弘前公園はリンゴの剪定技術を取り入れ

てさくらの樹木を整備し、枝に咲く花びらの

数が多いなど見事な咲きっぷり。こうした

花見の季節になると、「お互いに厳冬期をよ

く耐えてきたなあ」としみじみと思えてく

る。行き交う人たちにも肩をたたきあいたく

なるような気持ちになる。それ故か、総じて

ほかにないような人情味あふれるタイプが津

軽人と言える。居酒屋でも隣りあわせになれ

ば、口は悪いけど初対面でも親切に話しかけ

てくる。取材を通じて会った方々も、表面的

な「お上手」は言えない誠意を感じる。とか

く分かりにくいと言われる津軽弁、それがま

た飾らぬ人柄を表す。だから、津軽人と知り

合うと長い付き合いになる。この傾向は東北
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一般に言えるかもしれないが、青森・津軽は

特別な気がしてならない。

南相馬通信部と違って、四季折々のイベン

トが多いのが弘前通信部の特徴ではないだろ

うか。主なものを拾ってみても、さくら祭

りのほか、５月は弘前の「りんご花まつり」、

夏には各地のねぶた・ねぷた祭り、秋は紅葉

だ。冬季の２月は弘前公園で「弘前城雪燈

籠（どうろう）まつり」が開かれる。さらに、

雪囲いや雪囲い解除、１月に弘前の鬼神社で

の「裸参り」などが行われる。弘前市は日本

一のリンゴ産地であり、リンゴ関係の取材も

欠かせない。台風が接近すると、リンゴ落下

被害が起こらないかを警戒しなければならな

い。県内で唯一の国立大学法人の弘前大学（弘

前市）を控えており、不祥事も含めて何かと

話題になる。弘前市内には病院・診療所が多

いため医療ミスや、それを訴える損害賠償訴

訟なども多い。この間に、衆院と参院の選挙

や首長選が入る。弘前市など津軽は、葛西善

蔵、太宰治、石坂洋次郎、今官一らの作家を

輩出した土地柄で、現在もその土壌は引き継

がれており文化活動が盛んだ。

青森にも原発立地

また、弘前市に隣接する大鰐町は、08年度

決算で県内で初めて財政健全化団体に転落し

た。大鰐温泉スキー場を運営する第３セク

ターなどの町の損失補償が財政を圧迫したた

めだ。この問題を扱う町議会などに何度も取

材に出かけた。弘前通信部管内は大鰐町だけ

でなく、黒石市、鯵ケ沢町、深浦町など軒並

み財政悪化に苦しんでおり、目が離せない状

態が続いていた。10年12月に東北新幹線新青

森駅が開業し、今年は「弘前城築城400年祭」

を迎え、それに向けた観光客誘致のイベント

が目白押しだった。、加えて事件事故があり、

それなりになんやかんやとあった通信部では

あった。

弘前の夜の部が、またよかった。コーヒー

店（これは昼の部でも）、洋食屋やレストラ

ン、老舗のそば屋、城下町らしい風情ある居

酒屋など。そこに集う酔客が、顔なじみにな

ると「やあ、よぐきたなあ」と打ち解けたり

して楽しい一夜を過ごすことができた。料理

も日本海や陸奥湾産などの魚介類、地元の山

菜や特別育成の長谷川自然牧場の豚肉など地

元産食材の味が忘れられない。八甲田山系と

十和田湖や西海岸の日本海、津軽と下北の両

半島など豊かな自然もある。こうした津軽で

出会った人や産物など、「胸に染み入る光景」

が懐かしく、退職後も２カ月ごとに足を運ん

でいる。

しかし、下北半島の最北端に位置する大間

町に原発建設計画があり、東通村には東北電

力の原発が操業しており、東京電力も計画し

ている。さらに、六ケ所村の核燃料再処理工

場が本格稼働すれば１年間で原発が排出する

放射能を１日で出すと言われている。自然豊

かな青森にも過疎地狙い撃ちの「原子力の影」

が覆っている。今後、どういう展開を示して

いくのか、起こるかもしれないその危険性を

危惧している。
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千葉県平成23年度
補正予算から何を見るか？

千葉県地方自治研究センター　理事

千葉県議会議員　ふじしろ政夫
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2008年サブプライムローンの破綻によって
世界大不況。失われた20年の間につくり出さ
れた多くの非正規労働者、社会的セーフティ
ネットの欠如による格差と貧困の社会をどう
変革していくのか？千葉県という地域からど
う解決していくかが問われている中、平成23
年度予算は、２月定例会にて一般会計１兆
5,594億7,100万円、特別会計6,713億5,600万円、
公営企業会計2,369億8,400万円、計２兆4,678
億1,100万円（昨年度予算比１％増）として
成立しました。
そして、３月11日の東日本大震災による地
震・津波・液状化は、千葉県にも甚大な被害（※
①）をもたらしました。更に福島原発事故に
よる放射性物質の飛散による放射能被害への
対応が求められる状況が現出し、３月23日の
専決処分による補正予算、５月臨時議会での
補正予算、６月定例議会での補正予算が組ま
れました。
これらの補正によって諸課題の解決がなさ
れているのか、県当局が出した「千葉県震災
復旧及び復興に係る指針」「福島第一原子力
発電所事故に係る当面の対処方針」（※②）
との関係性からも明らかにしていきたいと思
います。

道路、河川等の災害復旧関連事業として15
億円、災害救助法に基く災害救助事業22億円、
庁舎・公の施設の補修等11億円、災害対策に
あたる職員配備に係る経費11億円など62億円
の対応。
財源として「千葉県公共施設整備基金積立
金」を25億円減額し、補正額は37億円となり
ます。
旭市・香取市の仮設住宅230戸の建設費12
億円分も入っており５月中旬には、完成し入

居も始まっていたことから、一刻も早く対応
したものとして評価されます。
又、平成23年度予算補正として、直接的に

被害をうけた中小企業や農林水産業者に対す
る資金繰り支援として利子補給1.15％に係る
債務負担行為の設定がなされました。セーフ
ティネット資金などの融資枠が113億円設定
されています。

Ⅱ．５月補正予算

５月18・19・20日の臨時議会において、国
の第一次補正予算４兆153億円（５/２成立
（※③））をうける形で（国庫支出金200億円）、
528億7,000万円の補正がつくられました（補
正後１兆6,138億4,100万円）。
被害者の生活再建支援101億8,500万円、イ

ンフラ復旧192億600万円、農業・商工など産
業の再建復興へ101億円8,200万円、学校施設・
社会福祉施設等の復旧・修繕36億4,700万円、
原子力発電所事故・電力供給不足への対応で
３億4,700万円と、東日本大震災への対応と
して435億6,700万円が計上されました。財源
としての「災害復興・地域再建基金」への積
立金93億300万円を計上し、トータル538億
7,000万円の補正額。
今回の震災対応の財源は、国の一次補正

からの国庫支出金200億円、県債が84億円と、
財政調整基金の活用７億円、県債管理基金の
とり崩し50億円、災害復興・地域再生基金72
億円をとりくずしての対応です。５月臨時議
会で「公共施設整備基金（残高93億300万円）
を廃止し、その財源を新たに創設した「災害
復興・地域再生基金」に移し、その基金の中
から72億円を活用する形。基金のとり崩しと
いう緊急避難的処理をしての対応が今後の補
正予算でも続くものと思われます。県税の大
幅減収も予想され、義務的経費を除く全ての
事業を５％節減など、財政対策の非常時性が

Ⅰ．３/23専決処分による平成22・
　　23年度一般会計補正予算
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続いていくこととなります。
５月補正の特徴を内容を検討しながら見て
いきます。

≪液状化対策≫
まず、県独自の事業として「被災者住宅再
建事業」78億円が計上されております。これ
は液状化被害をうけた住宅（戸建て）の解体
費や補修費に対する助成です。国の法律「激
甚災害法」「被災者生活再建支援法」の被害
基準では液状化被害に対応できず、支援金
（300万円）が受けられない状況が……千葉県
独自に対応していこうと当初動いておりまし
たが、国もその基準を緩和し（※④）、地盤
の沈下と傾斜だけでも救済できるようになり
ました。しかし、それでも救済の対象外となっ
てしまう半壊・一部損壊の家に対し①傾き・
沈降が国の基準以下で家屋を解体したとき
100万円②地盤改良をした場合100万円③半壊
で解体もせず修復する場合25万円と、県独自
の支援を78億円の予算で手当てしました。約
8,000世帯を予定しています。
液状化被害は、一戸建20,752世帯、集合住
宅21,715世帯です。ただ今回の処置が一戸建
だけであるという点、集合住宅にはまったく
支援のない不公平さが県議会の中、東日本大
震災復旧・復興対策特別委員会の中でも指摘

≪原発事故対応≫
地震・津波・液状化に対する予算はたてら

れましたが、福島原発事故への対応は、基本
的にたちおくれが見られました。
食品の放射性物質測定分析装置を4,800万

円で衛生研究所に設置する。産業支援技術研
究所に簡易な放射性物質分析機器を整備し、
輸出用工業製品を検査する600万円。農水産
物の検査委託に1,700万円といった、産業へ
の風評被害をどう防ぐかという視点しかない
状況です。風評被害を払拭する為のキャン
ペーンに1,000万円を使うが、千葉県下の空
中放射線量の測定はまったく考えにもなかっ
た。５月18日本会議での環境部長の答弁「放
射線量の測定を県独自でやることはあり得な
い」によく表われています。
又、新エネルギー政策への転換、自然再生

可能エネルギーへの方向性を示す予算も０で
す。
国の一次補正予算をみても福島原発事故へ

対応する予算が見あたらないことと、県の対
応が、パラレルな関係にあるように見うけら
れます。福島第一原発が３月11日にメルトダ
ウンをおこし、チェルノブイリ級の事故の状
況だということが分かっていながら、国民の
健康被害をふせごうと全くしなかった国、東
電と同じ視点で福島原発事故を見ている千葉

されています。浦安市は独自に上限3,000
万円の支援策をつくりました。早急に解
決すべき課題です。

≪インフラ・産業復旧≫
道路の全面通行止33ヶ所、片側通行
12ヶ所、護岸の倒壊12河川で43ヶ所、河
道閉塞２河川２ヶ所、土地改良施設損壊
水路1,622ヶ所、農道387ヶ所、津波の浸水
面積は17㎢といった被害が発生し、イン
フラ整備に190億円、農業・漁業への支援
として101億円の予算が計上されました。 被災地を視察
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県の姿勢が補正予算の中にもあらわれていた
といっても過言ではないでしょう。
４月４日、ホウレン草の出荷停止（※⑤）
になる程の放射性物質が降っていた事実を見
ずに、これらを風評被害といって対応してい
る点も、その後の県の姿勢、方針のなさにつ
ながっています。それ故５月補正予算の段階
での具体的課題は、①全県的に放射線量を測
定、監視する体制がない（予算的にも）②小
中学校、幼稚園、保育園の園庭などでの放射
線量の測定もない③国が示した基準値20ミリ
シーベルト／年を所与として、自から県独自
の判断をしようとはしない④１ｍでの空中大
気、土壌、水道、海水、農水産物、畜産物等
の測定・監視体制のなさ⑤自然再生可能エネ
ルギーへの施策もなく予算上も０。など多く
の問題点を残したままですが、議会では３・
11の大震災による被災地救済という緊急性故
に全員賛成で可決されました。

Ⅲ．６月補正予算

東日本大震災の地震・津波・液状化への対
応を進める中、福島第一原発事故への対応の
悪さは多くの県民・市民から「ホットスポッ
ト」「内部被曝」（※⑥）など具体的事例で指
摘されました。市民の動きに引きづられた形
で県内の放射性物質の総合監視体制の整備が
６月補正予算の中で出されてきました。
大気中の放射線量測定の為、携帯可能な測
定器を35台購入し市町村に貸出し測定する
2,126万円。農林総合研究センターに放射性
物質分析装置を整備4,000万円。農産物、海
水の測定の為1,282万円も計上されました。
千葉県下の放射性物質の測定をすることが県
自身の仕事であることが理解できてきたよう
で、６月～７月の議会開催中に広範囲にわ
たって具体的測定値も公表され始めました。
残念ながら県民の健康被害をどう防いでい

くのか？健康チェックをどうしていくのか？
県独自の安全基準をどう決めていくのかの点
は、まったく予算面でも導入されていません。
又、太陽光発電設備設置助成に１億円が計上
されましたが、原発を必要とした上での電力
源分散の立場からのアプローチ故に十分とは
言えません。
328億1,900万円の６月補正においても、５

月補正時から残されている課題は残ったまま
です。放射能に汚染された稲ワラを食べた牛
の肉から高い放射性セシウムが検出され、外
部被曝・体内被曝が現実の問題となってし
まっています。しかるに子ども・乳幼児への
健康管理の予算はまったくなし、保育園・幼
稚園の土壌の測定もやる気なし・・・です。
ここでも森田知事を始めとする行政当局の

姿勢が予算編成にあらわれてしまっています。
以下問題点を指摘します。
①福島第一原発事故の重大性を認識してい
ない。
②「原発安全神話」が崩壊したことを理解
していない。
③それ故、“脱原発”への道筋を考えてい
ない。
④新エネルギー政策（太陽光・水力・風力・
自家発電・電力入札など）が求められて
いることが分っていない。
⑤何よりも、630万県民の命と健康を守る
ことが最も重要なことであるとの責任感
がない。

Ⅳ．最後に・・・

格差と貧困の社会を変えていく為の方針が
出されないままでの当初予算（※⑦）に今回
の補正予算が加わり、１兆6,466億円になり
ます。今後の予算執行にあたり、３.11の復旧・
復興事業に最も重要な県民の命と健康、生活
を守るという視点で、“悲しみの分かち合い”
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傾き

注①　千葉県の発表資料より、津波と液状化による
被害が深刻。死者20名、行方不明２名、負傷者
224名、建物全壊691棟、半壊2,242棟、一部損壊
19,037棟、液状化被害42,467世帯、津波浸水面積
17㎢

注②　〈復旧・復興への基本的考え方〉
・地域のマンパワーの結集と共助による事業推進
・安全・安心なまちづくり
・農林水産業や商工業など地域産業の復活
・復興・防災の視点からの施策の点検
〈原発事故への対処方針〉
・県民の安全確保と不安解消のため監視体制の強化
と正確な情報提供

・風評被害に伴う価格下落・売上げ減への支援
注③　平成23年５/２成立した国の一次補正予算：
東日本大震災からの早期復旧のため年度内に必
要な経費（ガレキ処理3,519億円、仮設住宅の建
設4,829億円、道路・港湾の復旧等１兆2,019億円）
４兆153億円が計上された。

　　財源としての公債追加発行は回避。年金国庫負
担の縮減、子ども手当上積みの見送り、などで財
源を手当て。

注④

　　従来の指針では傾き１/60以上１/20未満の場合、
屋根や設備の損害割合を加えて、半壊、大規模半
壊、全壊とした。液状化では柱と基礎以外に損害
がみられず大半が半壊にも認定されなかった。

注⑤　旭市・香取市・多古町のホウレン草などから
放射性ヨウ素を検出、４/４から出荷制限。４/22
から解除されています。

　　県水道の野菊の里浄水場において３/23放射性
ヨウ素220ベクレル/ℓ検出。乳幼児への制限を実
施。現在不検出です。

注⑥　福島原発事故によって放射能雲が発生。天候、
風向きによって多くの放射性物質が降り注いだ地
域をホットスポットと言っている。東葛の柏市、
松戸市、流山市などでは、放射線量が高い状況です。

　　野田市0.09、柏市0.49、我孫子市0.35、
　　松戸市0.34、印西市0.40、鎌ケ谷市0.29
　　（１ｍの高さマイクロシーベルト/時）
　　低線量の内部被曝が問題となっています。放射
性物質を含んだホコリなどを吸い込んだり、放射
性物質のある食べ物を食べたりして体内に放射性
物質をとり込んだときの被曝は体外からの時より
危険性が増すといわれています。特に乳幼児・子

注釈

どもなど感受性の高い者へ
の対応を考えるべきです。

注⑦　平成23年度予算は、移
動交番に１億円など安全安
心な社会を求めつつ、特別
養護老人ホームの拡充の為
83億3,700万円、小学生３
年生まで子ども医療費助成
として56億円、医師・看護
師の確保の為20億3,300万
円と社会的セーフティネッ
ト・社会保障の領域での拡
充も見られますが、格差と
貧困の社会をどう変えてい
くかの方針が出されないま
までの１兆5,594億7,100万
円の補正予算組みです。

国と県の液状化被害の救済策
国が新たにつくった液状化に伴う家屋の被害認定基準

全壊全壊全壊全壊床上１㍍
以上の沈降

1/100未満1/60未満
～1/100以上

1/20未満
～1/60以上

1/20
以上

大規模半壊大規模半壊大規模半壊全壊床まで沈降

半壊半壊大規模半壊全壊基礎上部から
25㌢まで沈降

一部損壊半壊大規模半壊全壊それ以下の沈降

傾きの数字は、垂直方向の長さが分母、
ずれに当たる水平方向の長さが分子。
重りを付けた長さ120㌢のひもを柱に垂
らし、重りと壁の間が６㌢なら1/20

２人以上の世帯。全壊か半壊以上で家屋
を取り壊した上で、新たに建築・購入し
た場合、計300万円を支給 ２人以上の世帯の場合

国の支援金の支給額 県の独自支援策での支給額
全壊 傾き・沈降が国の基準以下で

家屋を解体した場合

家屋をジャッキで持ち上げる
などして地盤修復した場合

半壊で、解体せずに修復する
場合

100万円 100万円

100万円

25万円

大規模半壊 50万円
半壊 0万円

半壊以上で
取り壊し 100万円
一部損壊 0万円

の政治・社会を実現していってほしいと思わ
れます。
又、復旧・復興の名のもと、不要不急の土

木公共工事が復活するのではといった懸念が
指摘されていますが、そのような事がないよ
う厳しくチェックしていきたいと思います。

出所：「朝日新聞」千葉版　2011年5月11日号
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─第 6回─

自治体警察の登場と公選制教育委員会の動向

連載

一般社団法人千葉県地方自治研究センター

理事長　井下田　猛
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第２次世界大戦、太平洋戦争後10年間のわ

が国の政治史は連立時代を経験しながら吉田

長期政権を介在させつつ、与野党ともに政党

間の動向は変移性がきわめて顕著なうちに終

始したことが特徴的である。

ここでは、日本国憲法の登場を背景に旧来

の明治憲法体制とは決定的に異なって人権重

視、平和尊重、福祉主義の価値理念が優先さ

れて、国民間に開かれた可能性のある実験国

家が模索された。とりわけ、それは地方政治

レベルにあって市民・住民と直結する自治体

警察と教育委員公選制度に象徴的に示されて

いる。そして、敗戦とかかわる戦後第一ラウ

ンドのこの時期の場合、国際社会の冷戦構造

の激化とじつにさまざまに相関をもちつつ、

逆コースとなった政治の反動化の嵐が荒れ

狂ってこの期の結末を告げる。

変移性顕著な実験国家の戦後
10年間

地域は国家地方警察によって治安が維持され

ることになった。そして、これはGHQ公安

課の指示から超法規的措置として新警察制度

の実験が千葉県で全国に先き駆けて47年11月

からはじまる。

テストケースとされた本県は都市部と田舎

の双方があり、東京に隣接していて観察や監

督がし易いことが理由とされた。1947年９月

１日現在、千葉県内に市７、町81、村226計

314の自治体があるうち、人口5,000人以上の

町村は110存在していた。結果として７市55

町（但し、３町は一部事務組合）に自治体警

察が計60署創設され、これ以外の町村は国家

地方警察の管轄下に置かれた。

警察法は警察組織法として初めての単独法

であり、「日本国憲法の精神に従い、又、地

方自治の真義を推進する観点から（中略）国

民に属する民主的権威の組織を確立する目

的」（警察法前文）から設けられた。そして

警察法は従来の中央集権的な警察制度とは異

なって、警察の地方分権化と警察運営の民主

化などを特徴とし、とりわけ民主警察の展開

を具体化する新警察制度として自治体警察の

導入に主眼がおかれた。しかし、制度発足に

際して自治体警察への移動希望者が少なく、

自治体警察の民主的運営と政治的中立性を確

保するために新設された市町村公安委員の選

任も難渋した。さらに強い首長や議会圧力が

あり、市町村警察長（警察署長）の任免権な

どが弱く、自治体警察の機能が当初来から発

揮されなかった。

とりわけ、難点は新制中学校の建設・施設

の整備が同時並行的に進行していて、自治体

戦前の高圧的な中央集権的国家警察制度が

解体され、1948（昭和23）年２月に自治体警

察が発足した。従来の警察を自治体警察と国

家地方警察の二元的に改編し、①人口5,000

人以上の市街的町村で中心市街地の連
れんたん

檐（密

集）戸数が全戸数の概ね30％以上、但し住民

の職業構成が、商工業その他都市的業態のも

のが概ね10％に満たないものを除く。②村の

場合は、連
れんたん

檐戸数が多くとも村落と認められ

るものは除く─との認定基準が設けられて自

治体警察の管轄として選定され、それ以外の

県内７市55町に自治体警察が
創設
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警察の経費は全額市町村負担とされていたか

ら財源難に終始つきまとわれた。独立した警

察署庁舎を欠き町役場の一角に間借りしなが

ら、被疑者の取調べにも間々支障をきたして

いた。

そして、49年には人口１万人以下の夷隅郡

興津町（現、勝浦市）などから財政逼迫を訴

える動きが顕在化する。翌50年６月の朝鮮戦

争を契機に、占領政策の見直しと治安維持へ

の不安が高まる。さらに51年６月の警察法改

正は自治体警察を町村が住民投票によってそ

の廃止を決定できるようにしたから、翌７月

以降県内52町で自治体警察の廃止を求める住

民投票が相次ぎ、その投票率はきわめて低

かった。このため、同年９月までに45の町警

察署と１組合警察署が廃止されて、それぞれ

国家地方警察地区警察署に編入された。

それでも、54（昭和29）年７月１日の現行

警察法施行まで自治体警察として存続・廃止

されなかったのは10市警察署である。従って

新警察法により、警務・刑事・警備の３部か

らなる警察本部と31の警察署をようする千葉

県警察が発足した。なお、都道府県警察に一

本化した新警察法の国会通過は難航をきわめ、

４度の会期延長と警視庁予備隊200名を動員

して混乱裡に成立した。

一般行政から独立―の３原則をかかげた。

これは国家による官治＝独占的な教育権を

否定して、自治・分権・参加による国民の教

育権が提起されたことを示している。はじめ

の地方分権化は旧明治憲法体制下にあって牢

固として確立された中央集権的官僚統制の支

配・管理を排除するものであり、民主化は民

衆統制に根ざす教育行政における住民自治の

実現をめざし、具体的には教育委員の公選制

の実施として推進された。最後の一般行政か

らの独立は、教育の専門性・特殊性から一般

行政事務に対する自主性・自律性が担保され

ることになった。

次いで、これら戦後教育改革の３原則を具

体化するために1948（昭和23）年、「公正な

民意により、地方の実情に即した教育行政を

行うため」（旧教育委員会法第１条）に公選

制の教育委員会が都道府県および５大市で発

足し、さらに1952（昭和27）年には全国の市

町村に設置された。合議制の教育委員の定数

は都道府県６名、市町村４名の委員（それぞ

れに議会選出委員１名が加算）からなる。そ

して都道府県教育委員会は、その自律性の担

保として教育条例原案の作成・送付権、予算

原案などの財政自主権・人事権、それに会議

公開性の明示規定をもち、さらに都道府県教

育委員会には学習指導要領の作成なども保有

されていた。
戦後教育改革の３原則の登場

地方自治が国政からのなかば独立性と自律

性が保障されているように、戦後直後ととも

に教育行政における地方自治の原則が提起さ

れた。戦後教育改革は地方分権化・民主化・

教育の自治と自由を貫徹した県
教委の動向

48年10月５日に、はじめての県教委選挙が

実施された。千葉県教職員組合（略称、千教
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組）の事例では「教育委員には教育のわかる

人を」「安んじて学べる学校を作ろう」「学ぶ

自由と教える自由を作ろう」「文化国家建設

に民主的な教育委員を選ぼう」などのスロー

ガンを掲げた。そして、本部のある千葉市の

教育会館には「よい子のためによい教育委員

を」の大たれ幕がはためいた。

しかし、候補決定前後から米軍当局の圧力

が陰に陽にはたらいた。とくに千葉軍政部司

令官のへスター大佐は市町村長を集めて「現

職教員が立候補するのは最大の罪悪である」

と力説し、映画・幻灯・紙芝居などを動員し

て教組組織内候補の追い落とし・辞退かたに

狂奔した。さらにへスターは関東軍政部教育

部フォックス大佐と千葉軍政部教育部ブラウ

ン少佐とともに教委立候補者と千教組中執を

じかに呼びつけて、「教組推薦候補者が当選

すると教委の決定が偏よる」、「教師は行政マ

ンとして出ることは不適格」、「教育行政はむ

しろズブの素人の方がよい意見が出てよい」

などとこもごもに主張して、立候補辞退を執

拗に強要した。同席していた千教組書記次長

阿部明が、「命令か？」、「勧告か？」と最後

に問いただしたことに対してへスターは「こ

れは強いヒントである」と、言い放った。

県教委選挙戦は軍政部からの立候補中止命

令の危惧をいだきながらも、候補者は立候補

届出と同時に退職し非現職として選挙戦にの

ぞんだ。21名が立候補した選挙結果は狩野政

一（教育委員会法の起草委員で前茂原中学校

長）10万6,009票、時田米蔵（前千教組書記

長）６万6,098票、坂斎武之助（前千葉高校長）

５万6,575票の上位３名が任期４年の教育委

員となった。次いで長戸路政司（敬愛学園長）

５万3,381票、寺田能
の し

之（前神崎町長）４万

9,672票、関口鉄四郎（前千倉町長）３万3,085

票をえて、これら下位３名の候補者は任期２

年の教育委員に就いた。

地方教育委員会の千葉市の場合、千葉県内

８市に先がけて48年11月に県と同時に教育委

員会を設置した。このとき、野田町にも教育

委員会が発足した。次いで、50年に船橋市に

設置された。

一方、地方教育委員会（略称、地教委）は

当初から文教政策としての側面は乏しく、多

分に教員の政治的活動を弱めようとする発想

をもっていたが、それでも公選制の市町村教

委として1952（昭和27）年11月から県内の残

る自治体でいっせいに義務設置された。

これに次いで1954（昭和29）年２月、吉田

内閣は政治的教育の禁止を狙いとする「教育

の政治的中立の確保に関する法」と公立学校

教員の政治活動禁止の「教育公務員特例法改

正」の教育統制策を仕上げようとするいわゆ

る教育２法案を国会に提起してきた。これに

対して総評・国際自由労連・国際公務員組合

などの支援をえて、日教組は３月の日曜日に

振替授業を展開して教育２法案反対闘争が全

国的に取り組まれたが、５月なかばに法案は

成立した。

はたせるかな教育２法は官公労機関紙問題

として注目されることになった。千教組出身

（銚子商業高校教諭）佐久間孝一が日本官公

庁労働組合協議会（略称、官公労）事務局長

として発行責任者となっていた機関紙『官公

労』７月10日、20日の両号に、「吉田疑獄内
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閣を打倒し、国会を

即時解散させよう」

と掲載したスローガ

ンが教育２法の初適

用とされた。最終的

に、大達文相は「特

例法にふれるが、佐

久間氏に対する処置

進を招いた。こと教育に関する法律がなんら

の委員会審議を経ることなく、戦闘服に身を

固めた警官を国会内外に配置して本会議では

江田三郎議員の質疑中、衛視に江田議員を引

きずり降ろさせて新教委法が成立した。この

任命制教委導入に先き立って全国的には矢内

原忠雄東大総長ほか10大学長の反対声明など

に呼応して千葉大学教授63名の反対声明が発

せられた。そして、４月の衆議院公聴会で千

葉県地方教育委員会連絡協議会長で千葉市教

委教育委員長の尾形猛男は、「この法案は中

央への集権化の布石であることは論をまたな

い。現行教育委員の成果はPTAなどを通し

てみて、教育に対する国民の関心の高まった

点にある。教育委員会をおくことによって地

方財政が赤字になるというが、千葉市の例を

とってみても全予算の17％に過ぎず、赤字の

原因は他にある。われわれはこの問題が単に

教育委員だけの問題ではなく国民全部の問題

であり、国民に対する責任上、総辞職を決意

し職を賭して反対せざるを得ない」と、公述

している。

あくまで、「教育の自治と自由を守る」と

して新教委法に抵抗してきた県教育委員の狩

野政一、時田米蔵（ともに在任７年９ヵ月）

桜井茂尚（同５年８ヵ月）、山口久太（同３

年９ヵ月）の４名が本法施行10月１日の前日

に、ともにその職を辞任した。このとき県教

委レベルで委員を辞めたのは教育の伝統を誇

ると自認してきた長野と千葉の２県にしか過

ぎなかった。なお、後に狩野は県議、桜井は

衆議院議員（県内２区、社会党）の任に就く。

桜井茂尙

は文部省にその権限がないので、千葉県教委

に一切をまかせる」と罷免を迫る指示をして

きた。これに対して極力、教育委員の見解の

統一を図って慎重に対処してきた桜井茂尙

千葉県教委教育委員長は、「県教委の決定文

にもあるように、機関紙問題について違反で

あるとかないとかの判定は片言隻
せき

句
く

にこだわ

る必要はない。あくまで形式的にといえば吉

田疑獄内閣という特定内閣がどこに存在する

のだ。疑獄は吉田首相自身がやっていないと

いっているし、疑獄は単なる批判にすぎない

ともいえる。県教委としてはあくまで法の基

本精神に従って拡張解釈しないという原則に

のっとって結論を出したまでだ」と大達文相

に反論して国の圧力に屈服することなく、県

教委の自治・自立路線を貫徹して佐久間を擁

護し、本問題は９月に決着した。

越えて1956（昭和31）年は、戦後民主教育

の総決算の問われる年となった。その象徴例

が「地方教育行政の組織および運営に関する

法律（略称、地教行法。なお、ここでは以下

に新教委法と略記）が６月に成立するととも

に公選制教委制度は廃棄され、任命制の教育

委員会制度を招いて教育における中央と地方

の関係は再編成されて、現行の教育行政の推



49

419
4

4

3
5

6
9

9

2 2

2

88 8

8

7
5

5

2

2

3 1
1

1
7

8
9
1数字で掴む

自治体の姿

連載 5
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法政大学法学部教授　宮﨑　伸光
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●歳入における主要区分

決算カードの左側には「歳入の状況」欄が
あり、その区分の列には、地方税に始まり地
方債に至る各区分と歳入合計の項があります。
歳入とは、単位会計年度、すなわち１年間
における自治体の収入です。したがって、歳
入合計とは、当該年度に自治体の会計、すな
わちいわば「お財布」に総額でいくらのお金
が入ったかということになります。
自治体の会計は、当該年度の収入をもって
支出を賄うことが原則です。これを会計年度
独立の原則と呼びます。自治体が担うべき役
割とそれに必要な組織を維持するために要す
る経費は、その構成員たる住民が不公平感を
抱くことなく、それぞれの能力に応じて負担
すること（応能負担）で全て賄うことができ
れば理想的かもしれませんが、実際にはそう
うまくはいきません。そこで各自治体は、さ
まざまな経路を経て「活動資金」を集めます。
この「歳入の状況」欄の各区分は、そうした
経路に他なりません。
自治体の姿を掴むためには、この区分の中
で、とくに地方税、地方交付税、国庫支出金・
都道府県支出金、地方債のそれぞれに注目す
る必要があります。
地方税は、自治体が自らの権限において徴
収することができるという意味で自主財源と
呼ばれます。これに対し、国庫支出金や都道
府県支出金は国や県から与えられるという意
味で典型的な依存財源であり、国税の一部が
自治体に交付される地方交付税や自治体の借
金である地方債も国の関与があることなどか
ら依存財源に分類されます。
また、地方税には使途に制限がない普通税
と制限がある目的税の双方がありますが、地
方交付税はその使途に制限がなく、自治体が
自由に使うことができるという意味で一般財
源と呼ばれ、国庫支出金・都道府県支出金や

地方債は予め特定された目的以外に使うこと
ができないという意味で特定財源と呼ばれま
す。
なお、一般に「地方税」とは、市町村税と
道府県税の総称です。道府県税の一部は市町
村に交付されますが、市町村会計の歳入とし
ては分けて勘定されますので、市町村の決算
カード「歳入の状況」欄の「地方税」は市町
村税のみを指しています。
自治体の自主財源である地方税については、
自治体の議会によって定められる条例に基づ
いて賦課徴収されることが本来のはずですが、
実際には、その多くについて地方税法が、課
すことのできる税の種類（税目）、税の対象（課
税客体）、誰が税を課し（課税主体）、誰が
税を納めるか（納税義務者）、税額算定の基
礎となる対象物件の数量や価格（課税標準）、
税額算定の計算式（税率）などを定めています。
このうち、税額を直接左右する税率につい
ては、自治体がそれぞれの条例で具体的に決
めることとされていますが、地方税法には各
税目について、標準税率、制限税率、一定税
率、任意税率の4種類のいずれかが規定され
ています。
ここで、標準税率とは、自治体が条例で税
率を決める際に通常よるべきものとされる
税率で、特別の財政上の理由がある場合に
は、これと異なる税率を定めることができま
す。制限税率とは、標準税率を超えて課税す
る場合（超過課税）を含めて、いかなる場合
においても自治体が超えることができない税
率の限度のことです。また、一定税率となる
と、自治体はそれ以外の税率を決めることが
許されません。一方、任意税率であれば、自
治体は自由に税率を設定することができます
が、これは実例の乏しいものなどに例外的に
存在するだけです。
つまり、重要な税目の税率については、自
治体の条例制定に予め制約が加えられている
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わけです。しばしば「日本の自治体には歳入
の自由がない」と評されます。もちろんそれ
は強調された表現で、全く自由がないわけで
はありませんが、そういわれる背景にはこう
した法律による統制があります。

●市町村税の区分

決算カードの中央部に位置する「市町村税
の状況」欄では、市町村税をさらに細分化し
て、それぞれの収入済額、構成比および超過
課税分が記載されています。
そこでは、まず普通税と目的税に大きく2
分され、次にそれぞれの税目が地方税法に規
定されているか否かによって法定普通税・法
定外普通税、法定目的税・法定外目的税に分
けられます。これに旧法による税の項目が加
わり、最下段に合計が記載されます。この合
計金額は「歳入の状況」欄に地方税として区
分されている決算額と一致します。
普通税
法定普通税は、市町村民税、固定資産税、
軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、特別
土地保有税のそれぞれから成ります。
また、法定外普通税は、決算カードでは一
括して記載されます。
市町村民税は、市町村のいわゆる「住民税」
です。いわば市町村の「会費」ですから、最
も基幹となる税に他なりません。担税能力の
ある住民が増えれば税収も伸びますから、自
治体の発展を示すバロメーターと見られるこ
ともままあります。税収は、景気動向等に左
右される面もありますが、何よりも国政レベ
ルの経済政策の影響を被ります。地方税法に
規定された税率等が変更されると、それによ
る変動も避けられません。この税は、1月1日
現在の時点で市町村に住所や事務所、事業所
または家屋敷を有する個人、および市町村内
に事務所または事業所を有する法人に対し

て、当該市町村が課税します。個人分の市町
村税は個人均等割と所得割、法人分は法人均
等割と法人税割のそれぞれが課せられ、決算
カードにも分けて記載されます。税率は、国
政レベルの政策により変動を重ねています
が、現在の標準税率は個人均等割が年額3,000
円、所得割は前年度所得に対して総合課税分
一律６パーセント、分離課税分一律３パーセ
ント、法人均等割が従業者数と資本金等の
額に応じて５万円（50人以下、1000万円以
下）から300万円（50人超、50億円超）まで
の９種類、法人税割は一律12.3パーセントで
す。なお、個人分の市町村民税に制限税率は
なく、法人分の市町村民税均等割の制限税率
は1.2倍、法人税割の制限税率は14.7パーセン
トです。
固定資産税は、市町村内にある土地や家屋

および償却資産について、その所有者に対し
て当該市町村が課す税です。税額は、３年ご
とに実施される評価替えに基づく土地および
家屋の「適性な時価」に標準税率1.4パーセ
ントを乗じた金額です。制限税率はありませ
ん。この評価替えによる変動があるとはいえ、
非常に安定した税収が見込まれることから、
市町村にとっては、市町村民税と並ぶ基幹税
と位置づけられます。
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、

小型特殊自動車および二輪の小型自動車につ
いて、その主たる定置場が所在する市町村が、
所有者に対して課す税です。原動機付自転
車（125cc以下）は排気量と２輪か３輪かの別、
軽自動車（660cc以下）と小型特殊自動車は
２輪か３輪かと４輪以上はその用途、および
二輪の小型自動車（250cc超）のそれぞれに
定額（年間1,000円から4,000円）の標準税率
が定められており、制限税率はその1.5倍です。
市町村たばこ税は、売渡し等に係る製造た

ばこに対して、小売販売業者の営業所等が所
在する市町村が課す税です。納税義務者は、
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製造たばこにつき、小売販売業者もしくは消
費者等に売渡しをし、または消費等をする製
造たばこの製造者、特定販売業者および卸売
り販売業者とされている間接税です。製造た
ばこに関しては、この市町村税の他、国税（国
たばこ税・国たばこ特別税）と道府県税（道
府県たばこ税）も課せられています。
鉱産税は、鉱業権の有無に拘わらず、ガス
や石油などの鉱業法上の鉱物を採掘した鉱業
者に対して、鉱物採取の作業所が所在する市
町村が課す税です。税額は、いわゆる山元販
売価格に税率を乗じて決まります。その標
準税率は、１月間に採取される鉱物の価格
が200万円を超える場合は1パーセント、200
万円以下の場合は0.7パーセントです。また、
制限税率は、それぞれ1.2パーセントと0.9パー
セントです。
特別土地保有税は、土地の取得や所有に対
して、その土地が所在する市町村が課す税で
す。取得についての税額は、土地の取得価額
に３パーセントを乗じた額から不動産取得税
相当額を控じた額です。また、所有について
の税額は、土地の取得価額に1.4パーセント
を乗じた額から固定資産税相当額を控じた額
で、取得から10年間課税されます。無償もし
くは相場よりも低額で取得した土地について
は、みなし取得価格によって課税されます。
この税は、もともと土地投機の抑制と土地供
給の促進を目的として1973（昭和48）年度に
導入されたもので、政令指定都市および特別
区の区域では2,000平方メートル、都市計画
区域を有する市町村の区域においては5,000
平方メートル、その他の市町村の区域におい
ては10,000平方メートル未満の土地にあって
は免税とする制度でした。しかしながら、い
わゆるバブル経済崩壊後の土地市場を巡る諸
情勢の変化に応じて、2003（平成15）年度か
らは新規の課税が停止されています。

目的税
法定目的税には、入湯税、事業所税、都市

計画税のそれぞれと、水利地益税等としてま
とめられる項があります。
また、法定外目的税は、決算カードではや

はり一括して記載されます。
入湯税は、鉱泉浴場（温泉法による温泉を

利用する浴場およびそれに類するものも含
む）における入湯行為について、その鉱泉浴
場が所在する市町村が、入浴客に課す税です。
標準税率は、１人１日150円で、環境衛生施設、
鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防
施設、その他消防活動に必要な施設の整備な
らびに観光の振興に要する費用に充てられま
す。制限税率はありません。
事業所税は、人口30万人以上で政令で指定

する市等（千葉県内では、千葉市、市川市、
船橋市、松戸市、柏市）が、都市環境の整備
および改善に関する事業に要する費用に充て
るために、事業所等において事業を行う者に
課す税です。資産割と従業者割に区分され、
前者は事業所床面積1平方メートルあたり600
円（1,000平方メートル以下は免税）、後者は
従業者給与総額に対して100分の0.25を乗じ
た金額（100人以下は免税）です。
都市計画税は、都市計画区域を有する市町

村が、原則として市街化区域内の都市および
家屋について、その所有者に課す税です。税
額は、土地または家屋に係る固定資産税と同
じ「適性な時価」に対して制限税率0.3パー
セントまでを乗じて計算された金額です。都
市計画法に基づく都市計画事業や土地区画整
理法に基づく土地区画整理事業に要する費用
に充てられます。
水利地益税等には、水利地益税の他、共同

施設税と宅地開発税が含まれます。とはいえ、
水利地益税を課している市町村はごく僅かで
千葉県内にはありませんし、共同施設税は
1972（昭和47）年度以降全国に１例も見られ
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ず、宅地開発税に至っては今日まで実例が全
くありません。いずれも地方税法に規定があ
るものの、現在においてはその存在意義自体
が問われています。
このうち水利地益税とは、水利事業や林道
事業あるいは都市計画法に基づいて実施され
る事業などでとくに利益を受ける土地や山林
または家屋に対して、当該事業を行う市町村
が課す税です。税額は、利益を受ける土地や
山林または家屋の面積や価格に対して当該市
町村が任意に定める税率を乗じて計算されま
す。徴収された税金の使途は、水利事業や林
道事業などに限られます。かつて課税してい
た自治体でも、廃止もしくは受益者負担金に
改める方向にあります。
共同施設税とは、共同作業場、共同倉庫、
共同集荷場、汚物処理施設、その他これらに
類する施設を利用することでとくに利益を受
けた者に対して、当該施設を設置した市町村
が課す税です。共同で使用する施設の費用の
一部を受益者に負
担させる目的税で
任意税率ですが、
すでに記したよう
に、今日ではこの
税を課す市町村は
ありません。
宅地開発税とは、
宅地開発に伴って
必要となる道路や
水路あるいはその
他公共施設の整備
に要する費用を受
益者に負担させる
ことを目的とした
税です。いわゆる
宅地開発要綱等に
よる開発負担金・
協力金などで同様

の効果が得られることや煩瑣な手続きが嫌わ
れたこともあって、地方税法に任意税率とし
て規定されていますが、当初より１つも適用
されていません。
なお市町村税の目的税には、この他に国民

健康保険税があります。しかしながら、国民
健康保険は一般会計ではなく特別会計におい
て処理されており、要する費用は保険料とし
て徴収している自治体もあって決算カードの
対象となる普通会計から除外されています。
国民健康保険税と保険料の間には、滞納処理
に係る規定以外に実質的な差違はほとんどあ
りません。

●千葉県内市町村における地方税

千葉県内の市町村において、地方税、地方
交付税、国庫支出金・都道府県支出金、地方
債のそれぞれが歳入に対してどれぐらいの割
合を占めているかの感じを掴むために【図
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01】を作成してみました。これは、人口や財
政の規模などの特性を一切考慮に入れず、単
純に千葉県内各自治体のデータを合計して、
５区分の構成比を算出し、グラフにしたもの
です。なお、決算カードの区分では別個に扱
われる国庫支出金と都道府県支出金は、ここ
では国庫・県支出金としてまとめました。そ
れは、市町村会計の歳入において両者は、国・
県の補助金ないし負担金として同様の性質を
有しているからです。
この図の外側の輪は、市町村の単純合計で
すが、地方税、地方交付税、国庫・県支出金
および地方債を合わせると歳出全体の８割強
にまで及ぶことがわかります。
また、この図の中側・市の単純合計と内側・
町村の単純合計を比べてみると、国庫・県支
出金、地方債およびその他の区分では大きな
違いはないものの、地方税と地方交付税では
それぞれの構成比が大きく異なることがわか

ります。同時に、それにも拘わらず、市の単
純合計と市町村の単純合計に差が少ないこと
から、市に比べて町村の財政の規模が全体と
して相当小さいことも伺えます。さらに、町
村部と市部の財政力に格差が大きいことも看
取できます。
次に、【図02】は、千葉県内の各自治体に

ついて、それぞれの歳入総額に占める地方税
の割合が高い順に並べたグラフです。
これを見ると、浦安市と袖ケ浦市では６割

を超えていますが、鋸南町や南房総市では２
割に届かないことがわかります。グラフの右
の方に位置している地方税が歳入総額に占め
る割合が比較的低い自治体は、独自の財源に
恵まれていないということです。
一方、浦安市と袖ケ浦市は、同じく独自財

源に恵まれているように見えますが、これを
別の面から見ると、両市の財政構造が相当異
なっていることが、見えてきます。
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【図03】は、【図02】において歳入総額に占
める地方税の割合が50パーセントを超えてい
る左側15市を抽出し、地方税に占める市町村
民税の比率を横軸、市町村民税の中で個人分
が占める比率と縦軸にとってグラフにまとめ
たものです。
この図からは、地方税が歳入総額の過半を
占めるこの15市が、さらに地方税の内訳を見
ると大きく２分されることがわかります。す
なわち、地方税の中で市町村民税が50パーセ
ント以上を占めている我孫子市から柏市まで
の10市と、その割合が40パーセントに満たな
い市原市から富津市までの５市のそれぞれで
す。
前者の10市は、浦安市を例外として、うち
９市の市町村民税の中で個人分が占める割合
が概ね９割を超えています。すなわち、歳入
の多くがいわゆる個人住民税ということがわ

かります。
一方、浦安市と市原市から富津市までの６

市は、市町村民税の中で個人分が占める割合
は85パーセントに届きません。市町村民税は、
個人分の他は法人分ですから、相対的にいわ
ゆる法人住民税の割合が高いともいえます。
しかしながら、市原市から富津市までの６市
は、もともと市町村民税の比率が低いわけで
すから、地方税には他に重い比重をなす部分
があるはずです。
それを明らかにするのが【図04】です。こ

の図は、市町村民税の個人分と固定資産税の
それぞれが歳入総額に占める割合を、後者に
前者を積み上げる形で棒グラフにまとめて合
計割合の高い順に並べたものです。
このグラフを見ると、【図03】で市町村民

税の中で個人分が占める割合が比較的低かっ
た６市が例外なく固定資産税が大きく歳入に

75

80

85

90

95

100

市
町
村
民
税
の
中
で
個
人
分
が
占
め
る
比
率 

地方税に占める市町村民税の比率 

東葛地区 

千葉地区 

君津地区 

印旛地区 

地方税が歳入の過半を占める15市 
2009（平成21）年度 

我孫子市 流山市 
市川市 

佐倉市 

松戸市 

八千代市 

習志野市 

船橋市 

柏市 

浦安市 市原市 

君津市 
成田市 

袖ヶ浦市 

富津市 

(％) 

(％) 

【図03】地方税に占める市町村民税の比率と個人分市町村民税
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寄与していることがわかります。この【図
04】からは、先の６市以外に茂原市と芝山町
も固定資産税が歳入総額に占める割合が高い
ことが看取されます。これらの自治体は、大
規模な事業所等の立地やその集積がある程度
具体的に想起できるところです。それぞれ自
治体の財政に大きな影響を与えていることが
わかります。
浦安市は、【図03】において例外的な位置
を占めていました。【図04】を見ても固定資
産税ばかりでなく、市町村税個人分も歳入の
大きな割合を占めています。その他市との違
いは、１人あたりの市町村民税個人分を計
算してみるとさらに際立ちます。【図05】は、
計算結果を高額順に並べたグラフです。
浦安市が群を抜いていることは一目瞭然で
す。高額所得者が多く居住しているとみてほ
ぼ間違いありません。同市には多額の固定資

産税を見込むことができる大型商業施設もあ
りますし、法人分の市町村税を含めてバラン
スのとれた財政力に恵まれています。【図03】
では我孫子市から柏市までの９市と合わせて
10市を１グループに束ねたうえで、浦安市を
例外としましたが、逆に市原市から富津市ま
での５市と浦安市を合わせた６市を１グルー
プと束ねたうえで、浦安市が例外として地方
税に占める市町村民税の割合が高いともいえ
ます。

末尾に【表01】～【表05】を載せます。
【表01】は、千葉県内市町村の歳入総額と
その構成です。この表をもとに【図01】を作
成しました。
【表02】は、市町村歳入総額と地方税と題
していますが、各自治体の地方税に関する基
礎データをまとめた表です。【図02】は、こ
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【表01】千葉県内市町村の歳入総額とその構成（2009年度）	 （単位　千円）
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【図05】住基人口1人当たりの市町村民税個人分

の表のデータから作成しました。
【表03】は、地方税が歳入の50％を超える
15市について、その率とともに、地方税に占
める市町村民税の比率と市町村民税のうち
個人分の割合を並列した表です。【図03】は、
この表のデータから作図しました。
【表04】は、各自治体の市町村民税個人分
と固定資産税が歳入総額に占める割合を【表

02】から算出し、その合計と併せてまとめた
表です。この表のデータをもとに【図04】を
作成しました。
【表05】は、やはり【表02】から各自治体
の1人当たりの市町村民税個人分を計算して
まとめた表です。【図05】はこのデータを並
び替えてグラフで示したものです。

（続く）
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住民基本台帳 
登 載 人 口

(2010.03.31人)
461,638
598,213
477,894
155,379
394,188
161,258
134,986
107,314
160,337
932,421
159,880
279,629
188,381
127,904

89,799
49,214
60,788

126,098
175,914

87,626
75,008
87,957
60,334
49,812
21,329
23,150
85,069

6,597
16,275
15,590
70,402
68,955
40,345
59,593
57,730
50,720
18,594

8,007
25,876
93,554
12,492

7,609
14,930
12,685

8,037
9,521

20,882
42,170
10,742

8,041
50,177
36,067
43,424

9,264

うち 
固定資産税

26,376,101
34,021,868
23,673,262

9,810,839
23,008,815

8,047,675
6,240,578
4,420,430

18,340,579
65,712,132

9,562,945
24,436,059
10,236,163

6,811,231
9,332,574
5,963,163
8,181,789

18,608,575
8,720,473
3,838,449
2,767,983
7,164,846
3,528,195
2,395,821
1,078,445

918,822
3,871,605

316,594
927,206
649,463

3,530,046
2,835,201
1,702,209
3,082,809
2,585,564
1,982,018

676,224
1,574,711
1,175,738
6,885,951

632,391
370,073
760,389
662,758
715,277
695,618

1,147,349
1,834,449

599,694
564,963

2,578,007
2,107,298
2,026,383

378,700

うち 
市町村民税 

法人分

3,146,225
4,794,940
3,364,913
1,829,783
3,229,056

689,146
574,438
566,977

3,086,167
16,285,974

1,289,464
2,951,424
1,101,702
1,118,674
1,307,021

412,423
1,019,769
2,115,358
1,132,493

403,594
396,611
900,436
438,028
377,029

95,430
90,926

440,789
132,113
113,401

32,992
567,646
405,397
208,487
460,967
304,394
135,218

57,096
273,963
152,379
705,351

61,974
20,589
55,996
51,504
68,815
66,381

100,628
220,872

72,183
33,974

367,564
285,610
134,234

40,750

うち 
市町村民税 

個人分

38,617,228
43,092,731
33,846,511

8,333,774
28,288,032
11,401,394

9,811,961
6,432,180

17,239,873
66,438,283
11,983,910
16,558,887
12,467,235

7,056,755
5,037,509
2,199,163
3,406,102
7,810,866

12,266,164
5,658,872
3,358,406
5,710,550
4,090,732
2,698,349
1,195,794
1,388,424
3,772,908

295,613
719,740
647,805

3,191,224
2,914,415
1,647,241
2,941,504
2,384,820
2,664,123

701,308
367,718
984,932

5,095,504
577,148
339,129
665,164
524,278
366,174
438,302
813,325

1,725,779
399,631
312,938

2,175,751
1,583,208
1,564,243

323,821

対歳入総額比

（％）
59.1 
58.5 
54.8 
48.7 
53.3 
53.7 
53.6 
47.8 
63.0 
48.1 
53.9 
54.7 
51.3 
46.8 
55.1 
55.8 
62.7 
50.2 
57.8 
43.3 
37.0 
44.2 
48.8 
45.4 
43.6 
38.7 
29.8 
28.4 
31.7 
26.0 
34.4 
24.2 
26.0 
39.2 
24.6 
38.5 
27.4 
48.1 
22.1 
49.9 
33.8 
24.5 
32.7 
32.3 
31.7 
29.1 
28.3 
22.0 
23.9 
28.5 
34.3 
26.4 
14.6 
18.8 

地方税

77,862,121
94,429,856
68,819,413
22,139,018
63,090,702
22,712,891
18,609,305
13,369,792
39,597,711

172,371,636
25,746,010
49,417,963
27,002,732
17,899,217
17,117,589

8,973,989
13,647,040
29,904,453
24,606,413
11,026,170

7,288,969
15,242,693

9,004,185
6,187,763
2,612,692
2,664,312
9,272,966

795,882
2,052,649
1,426,372
8,365,110
6,987,468
3,863,914
7,435,720
5,707,616
5,076,326
1,571,327
2,314,822
2,521,609

13,932,883
1,348,173

784,960
1,614,293
1,341,124
1,215,197
1,274,884
2,243,380
4,088,971
1,177,758

960,604
6,124,464
4,365,833
4,061,466

812,914

歳入総額

131,668,727
161,379,067
125,646,635

45,493,168
118,260,538

42,334,277
34,746,069
27,969,338
62,846,489

358,020,794
47,759,910
90,288,858
52,682,775
38,267,018
31,056,155
16,072,792
21,756,308
59,561,606
42,536,553
25,460,121
19,694,314
34,518,806
18,440,349
13,630,282

5,992,389
6,881,149

31,126,030
2,803,949
6,467,662
5,484,127

24,334,044
28,878,040
14,877,349
18,963,566
23,210,541
13,192,716

5,740,005
4,811,221

11,415,711
27,924,913

3,989,663
3,201,993
4,936,968
4,152,041
3,839,340
4,384,513
7,926,573

18,616,558
4,917,604
3,372,116

17,833,643
16,522,888
27,768,712

4,333,878

 市川市 
 船橋市 
 松戸市 
 野田市 
 柏市 
 流山市 
 我孫子市 
 鎌ケ谷市 
 浦安市 
 千葉市 
 習志野市 
 市原市 
 八千代市 
 木更津市 
 君津市 
 富津市 
 袖ケ浦市 
 成田市 
 佐倉市 
 四街道市 
 八街市 
 印西市 
 白井市 
 富里市 
 酒々井町 
 栄町 
 香取市 
 神崎町 
 多古町 
 東庄町 
 銚子市 
 旭市 
 匝瑳市 
 東金市 
 山武市 
 大網白里町 
 九十九里町 
 芝山町 
 横芝光町 
 茂原市 
 一宮町 
 睦沢町 
 長生村 
 白子町 
 長柄町 
 長南町 
 勝浦市 
 いすみ市 
 大多喜町 
 御宿町 
 館山市 
 鴨川市 
 南房総市 
 鋸南町 

 東葛飾地区 

 千葉地区 

 君津地区 

 印旛地区 

 香取地区 

 海匝地区 

 山武地区 

 長生地区 

 夷隅地区 

 安房地区 

【表02】市町村歳入総額と地方税（2009年度）	 （単位　千円）



59

92.5 

90.0 

91.0 

89.8 

94.3 

94.5 

84.8 

90.3 

84.9 

91.9 

79.4 

84.2 

77.0 

78.7 

91.5 

市町村民税
うち個人分比

53.6 

50.7 

54.1 

50.0 

53.2 

55.8 

51.3 

51.6 

39.5 

50.3 

37.1 

29.1 

32.4 

33.2 

54.5 

市町村民税対
地方税比

59.1 

58.5 

54.8 

53.3 

53.7 

53.6 

63.0 

53.9 

54.7 

51.3 

55.1 

55.8 

62.7 

50.2 

57.8 

地方税対歳入
総額比

 市川市 

 船橋市 

 松戸市 

 柏市 

 流山市 

 我孫子市 

 浦安市 

 習志野市 

 市原市 

 八千代市 

 君津市 

 富津市 

 袖ケ浦市 

 成田市 

 佐倉市 

 東葛飾地区 

 千葉地区 

 君津地区 

 印旛地区 

【表03】
　地方税に占める市町村民税の比率と市町村民税のうち個人分の割合
　（地方税が歳入の50％を超える15市　2009年度）　　　　　　		　（％）
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 酒々井町 
 栄町 
 香取市 
 神崎町 
 多古町 
 東庄町 
 銚子市 
 旭市 
 匝瑳市 
 東金市 
 山武市 
 大網白里町 
 九十九里町 
 芝山町 
 横芝光町 
 茂原市 
 一宮町 
 睦沢町 
 長生村 
 白子町 
 長柄町 
 長南町 
 勝浦市 
 いすみ市 
 大多喜町 
 御宿町 
 館山市 
 鴨川市 
 南房総市 
 鋸南町 

 東葛飾地区 

 千葉地区 

 君津地区 

 印旛地区 

 香取地区 

 海匝地区 

 山武地区 

 長生地区 

 夷隅地区 

 安房地区 

【表04】
　市町村民税個人分と固定資産税が歳入総額に占める割合
　（2009年度）　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　（％）
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【表05】1人当たりの市町村民税個人分（2009年度末住民基本台帳人口基準）（円）

市町村民税個人分／人
83,653 
72,036 
70,824 
53,635 
71,763 
70,703 
72,689 
59,938 

107,523 
71,254 
74,956 
59,217 
66,181 
55,172 
56,098 
44,686 
56,032 
61,943 
69,728 
64,580 
44,774 
64,924 
67,801 
54,171 
56,064 
59,975 
44,351 
44,810 
44,224 
41,553 
45,329 
42,265 
40,829 
49,360 
41,310 
52,526 
37,717 
45,925 
38,064 
54,466 
46,201 
44,569 
44,552 
41,331 
45,561 
46,035 
38,949 
40,924 
37,203 
38,918 
43,362 
43,896 
36,023 
34,955 

 市川市 
 船橋市 
 松戸市 
 野田市 
 柏市 
 流山市 
 我孫子市 
 鎌ケ谷市 
 浦安市 
 千葉市 
 習志野市 
 市原市 
 八千代市 
 木更津市 
 君津市 
 富津市 
 袖ケ浦市 
 成田市 
 佐倉市 
 四街道市 
 八街市 
 印西市 
 白井市 
 富里市 
 酒々井町 
 栄町 
 香取市 
 神崎町 
 多古町 
 東庄町 
 銚子市 
 旭市 
 匝瑳市 
 東金市 
 山武市 
 大網白里町 
 九十九里町 
 芝山町 
 横芝光町 
 茂原市 
 一宮町 
 睦沢町 
 長生村 
 白子町 
 長柄町 
 長南町 
 勝浦市 
 いすみ市 
 大多喜町 
 御宿町 
 館山市 
 鴨川市 
 南房総市 
 鋸南町

 東葛飾地区 

 千葉地区 

 君津地区 

 印旛地区 

 香取地区 

 海匝地区 

 山武地区 

 長生地区 

 夷隅地区 

 安房地区 
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ミクロネシア連邦と
日本との交流

NPOミクロネシア振興協会の活動

ＮＰＯミクロネシア振興協会事務局長

川嶋　正和
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NPOミクロネシア振興協会の概要を紹介
します。
特定非営利活動法人ミクロネシア振興協会

（略称NPOミクロネシア振興協会　通称NPO…
AMD）は、2002年8月任意団体ミクロネシア
振興協会を発展的に解消し、設立されました。
その現況は、会員115名（2011.9.10現在）で、
その内ミクロネシア連邦の会員が24名です。
任意団体期間を含めると14年間その活動に取
り組んできた＜千葉県認証とミクロネシア連
邦政府認証のNPO＞です。又当AMDは、昨
年７月日本外務大臣表彰を受賞しました。
この稿の目的は、国際貢献についての報告
でありますので、私たちの取り組んできた諸
活動をご紹介させて頂くことにさせて頂きま
す。

まず始めはAMDの基本スタンスについて
です。それは“身の丈活動”と“継続”です。
そして設立趣旨は、❶ミクロネシア連邦の
経済的な発展に貢献❷その為にまずミクロネ
シア連邦の悠久の歴史を知り、地球規模の財
産としての自然環境を愛し、伝統文化・歴史
的な遺産を知り、更には現代の人々との交流
を行う❸そうした活動を通じて日本とのあら
ゆる面での交流を重ねる
事で、太平洋に生きる地
域の連帯・結びつきをよ
り一層強め両国の相互理
解をより深める事❹相互
の人的交流、特に子供達
含めての人材育成にこそ、
双方にあらゆる事柄での
有益なものを生み出すと
考え、その為の活動（子
供達の相互交流、人材育
成による産業の育成と活
性化、自然環境との共生
等々）を積極的に進めて

いく事です。

それでは具体的な活動と今後の取り組みに
ついて報告します。Web（http://www.amd-
fsm.jp/）もご覧頂ければご理解のお役に立
つと思います。まずは、ミクロネシア連邦の
概要から入ります。

正式国名ミクロネシア連邦
（The Federated States of Microneshia）
首都ポンペイ州パリキール。
1986年11月３日独立、位置・面積・人口・
位置：北緯０ ～゚14 、゚東経135 ～゚166（゚カロ
リン諸島）。
陸地面積：701㎢（東京ドーム157個分、
琵琶湖とほぼ同じ）海域面積：298万㎢（環
礁内面積・7,000㎢、宮城県とほぼ同じ）島
嶼数：約600（有人島65）、人口：2000年10
万7,008人（約１％増／年）、地勢：中西部
太平洋カロリン諸島に属し、東側からコス
ラエ、ポンペイ、チューク、ヤップの４州
で構成されている。南にパプアニューギニ
ア・ソロモン諸島、西にパラオ・インドネ
シア、東にマーシャル諸島・ハワイ、北に
グアム・サイパンそして日本。
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１．生産性本部設立の提案
経済的な自立を図る第１歩は、人材育成
にあり、それには生産性運動の提唱が有効
として、具体的な活動を展開。チューク州
（1999年３月）とポナペ州（1999年７月）
知事とAMDとの間にて生産性本部設立に
関する覚書交換。

２．共同開発した垂直軸型風力発電機
共同開発した風力発電機は、チューク州
とヤップ州に設置され、現在も順調に稼動
している。

３．風力発電とソーラー発電のハイブリッド
タイプの電源を持つ照明灯の設置（寄贈）
大統領官邸と大統領公邸前に設置（2008
年11月～2009年７月）。チューク州モエン
島ザビエル高校の校庭への設置（2008年11
月～2009年７月）。

４．廃棄自動車・生活ゴミに関する活動
廃棄自動車に関する取り組みを行うも中
断中。

Ⅰ．経済の自立を図る為の支援活動と
して人材育成のための提案をする。

１．垂直軸型風力発電機の共同開発
ミクロネシア連邦（以下FSM）テレコ
ム社と日本の企業、コーディネーター＆共
同開発者としてのAMD、３者にて遂行さ
れました。開発期間は３年間。＜目的＞は
テレコム社がFSM国内に展開している携
帯電話等の無線中継基地の補助電源として
活用する為のものです。メイン電源はソー
ラーです。

Ⅱ．エネルギー＆環境に係わる事業

１．ノニジュースの開発と日本等への販売支
援
目的はノニジュースの製造によって、ポ
ンペイ島の人々に現金収入の道が出来るこ
ととジュース製造現場での雇用の発生が生
じることを目的としています。

２．塩、パンの実の製粉、青パパイヤの漬物
等のメイドイン・ミクロネシア製品開発と
販売

３．農業支援に取り組む最新の取り組み
無農薬、有機栽培による農業への支援活
動に取り組んでいます。現在進行形。

Ⅲ．物産を軸とした直接的な経済的な
効果と雇用の場を作る支援活動

１．コクヨ株式会社からノート寄贈を受けて、
公立の高中小学生・生徒へ支援（第１回）
公立校高中小学生・生徒への学用品支援、
全生徒数、2004年３月時点26,885名公立校
175へノート。コクヨ株式会社より50,000
冊のノートの寄贈を受けて展開。

Ⅳ．高中小学生・生徒への学用品＆野球・
サッカー・ラグビー機材等の支援
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２．コクヨ株式会社からノート10,000冊
の寄贈を受けて、公立高中小学生・生徒へ
支援（第２回）

１．垂直軸型風力発電機共同開発に伴う支援
事業（2006年８月─2007年３月)

２．ミクロネシア連邦ノニ製品製造支援事業
（2007年８月─2008年３月）

なぜミクロネシア連邦か……そこに多くの
日系人がいた。人口比率は30％を超えると言
われています。世界各地の日系人比率で一番
と聞きます。日本との係わりは、第１次世界
大戦の戦勝国となった日本が、敗戦国ドイツ
の植民地であったミクロネシア地域を国際連
盟の委託・委任統治領となったことです。日
本人との係わりは、明治時代にさかのぼりま
す。その係わりで言えば“冒険ダン吉”のモ
デルとなった森小弁翁が有名です。現在の大
統領は、その子孫です。
私たちAMDは今人材を求めています。無

農薬、有機栽培による農業への支援活動に取
り組んでいます。この協力者も求めています。
ご連絡下さい。

１．観光事業への貢献
訪問団、諸活動の取り組みの訪問に際し
ても観光をするなど訪問先への経済に貢献。
2011年８月現在、通算48次訪問団を派遣。
延べ訪問者凡そ420名。
２．ミクロネシア連邦の宣伝活動

５回のミクロネシア連邦写真展の開催：
7,000名程度鑑賞。４回のミクロネシア連
邦物産展・料理フェアの開催。国際食料展
及び国際旅行博への参加並びにミクロネシ
ア連邦からの出品者支援。

Ⅴ．訪問者を送り、ミクロネシア連邦
の素晴らしさを知ってもらい、観光
客の誘致に貢献する

１．ミクロネシア連邦支部設立
2004.11.2ＡＭＤ
ミクロネシア連
邦 支 部（FSM：
NPOミクロネシ
ア振興協会）への
連邦政府による
NPO認証と登録。
２．災害支援活動

2003.3.24チュー
ク州チューク環礁
トノアス島（旧
称・夏島）台風災
害支援の実施。支
援米10ｔ、463家
族に40ポンドの米
3,981.8＄相当。

Ⅵ．ミクロネシア連邦の宣伝活動

Ⅶ．千葉県国際協力 ･ 多文化共生モデ
ル事業（H18年度、H19年度）を
完遂
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近年、地球環境の変化により、記録的な猛

暑、かんばつ、寒波、台風（サイクロン・ハ

リケーン）など、世界規模の気候変動が起き

ています。

日本各地でも局地的な集中豪雨、竜巻など

は二次災害（洪水・土砂崩れなど）を引き起

こし、尊い命や財産が失われ、人々の社会生

活や経済活動に大きく影響を与えています。

食の根幹であります農業も世界各地域でこれ

らの自然災害により大きな被害を受けていま

す。今回の東日本大震災では、地震・津波・

原発災害・風評等で広範囲に農業被害が発生

しています。

民主党が「国民の生活が第一」と掲げ国民

の圧倒的な支持を得て、国民を無視した小泉

改革から政権交代を果たしましたが、当初、

私たち農業者はもとより民主党政権は国民か

ら大きな期待が寄せられましたが、日に日に

期待が薄れていっています。

私は、農協総会等で発言しても農家の意見

等が直接反映されることが難しい現状であり

ます。地域農業の継続と農業経営の安定を図

るためには、農家や農業者の代表として、農

業委員・土地改良総代に選挙に立候補をする

ことを決意し、政治行動を共にする県議会議

員・市議会議員等に相談しても協力は得られ

ませんでした。農業関係の役員になるには、

複数集落の推薦がなければ立候補しても当選

することができませんし、農協理事において

は、直接立候補できないシステムであります。

二年前に地域から印旛沼土地改良区総代の推

薦を頂き本年７月の農業委員についても、二

期６年の推薦を頂きまして立候補して、幸い

いずれも無投票当選となりましたが、日本農

業の現状は多くの課題が山積しています。

千葉県は全国有数の農業県で、2009年の農

業産出額は、北海道と茨城県についで全国第

３位で全国農業産出額の4.9%を占めています。

主要農産物の全国順位は、第２位（花卉・鶏卵・

雑穀・豆類）、第３位（野菜・いも類・生乳）、

第４位（豚・乳用牛）、第５位（鶏）、第８位（米）

となっています。そして、産出額の構成をみ

ると、園芸47.9%、米17.6％、畜産25.4%になっ

ています。

2009年10月の月刊自治研にとりあげられて

いますが、千葉県の転作に係わる「産地づ

くり交付金」は5.6億円で、福島県が22億円、

新潟52億円、秋田61億円、北海道416億円で

あった。（平成21年米の算出額は新潟1.509億

円、北海道1,071億円、秋田県1,019億円、福

島県948億円、千葉県716億円）これは、千葉

県が生産調整の未達成県で特に悪質とみられ、

この他に各種の補助金や融資がなされないな

ど二重三重のペナルティが加わり、当時の堂

本暁子千葉県知事が国に地域特性を活かした

地方分権型の農政を求めましたが、政権交代

若者に農業をやってみたいと思われる
魅力ある農業を！

八千代市農業委員　黒澤　澄朗
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をしても国の中央集権的農政は変わっていな

く、ＴＰＰ問題など農業者の実態からかけ離

れた政策を推進しようとしています。

主要国の食糧自給率（1965年と2007年比

較）は、オーストラリア（199％→173％）、

カナダ（152％→168％）、フランス（109％

→111％）、ドイツ（66％→80％）、イタリア

（88％→63％）、オランダ（69％→73％）、ス

ペイン（96％→82％）、スウェーデン（90％

→78％）、スイス（48％→52％）、英国（45％

→65％）、アメリカ英国（117％→124％）、日

本（73％→40％、日本がピーク時は、1960年

の79％であり、新たな理念に基づく政策で

2020年目標50％にしています）

※日本のみはカロリーベース

そして、食糧自給率では、100％を超えて

いるのは、北海道、青森県、岩手県、秋田県、

山形県のみで、全国一の北海道は192％で一

番低い東京都は約１％となっている。千葉県

は、50％であります。

また、穀物自給率は28％であり、世界173

カ国・地域中124番目（2002年時点）となっ

ています。これは、小麦・トウモロコシ・大

豆を輸入に依存していることが大きく影響し、

水稲以外の穀物は連作障害や設備投資・機械

のリース、土地基盤整備・土地改良等非効率

や国土（圃場が狭い）や気候（温暖・多雨等）

で収量単価が高い（国の助成金が低い）こと

が低下の要因であります。

これらの要因として、耕作放棄地面積の全

国21.7万ha（1990年）が38.6万ha（2005年）

に増加し、専業農家、全国82万戸（1990年）

も34.5万戸（2009年）に減少しています。こ

れは、従事者の高齢化・後継者の減少・不耕

作地が増加しています。

現在、私は、農協の直売所（２店舗）に出

荷（第一水曜日は直売所が休み）しています

が、当面、販売農家（経営耕地面積が30ａ以

上又は農産物の売り上げが50万円以上の農

家）を目標としています。直売所への出荷者

は約200名で一人当たり平均130万円（委託手

数料は15％）の販売額（市場出荷・道の駅等

を除く）です。全国の販売農家は、約104万

円位でありますが、農外収入は、約178万円

位ですので、収入総額は、私を含め、これら

平均を満たしていない人が多いと思います。

（私の個人的な推測）

農業で生活できるための施策実現を、農業

委員選挙で掲げた公約（次のページ参照）の

一つ一つを実現できるように一歩一歩農業行

政の推進を図るため農業委員の役割を果たす

よう努力していきます。

最後になりますが、３月11日の東日本大震

災により犠牲となりました方々のご冥福をお

祈りいたしますとともに被害にあわれました

皆さんにお見舞い申し上げます。一日も早い

復旧・復興のため頑張っています市民の皆様

と自らも被災者となりながら奮闘している自

治体職員に敬意を表します。

「頑張ろう！日本」

黒澤澄朗（1947年八千代市生まれ）
八千代市農業委員
印旛沼土地改良区総代
八千代市防犯指導員
平戸区区長代理
全日本自治体退職者会千葉県本部幹事
防災士
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１　消費者に新鮮で、安全・安心な食料の安

定供給

◆野菜工場設置への支援

◆直売所の整備（農業の里整備事業）

◆土地基盤の整備

◆地産地消の推進と特産物のブランド化

２　地域環境と調和した農業スペースの整備

◆自然エネルギー（太陽光発電）の活用（遊

休農地対策・農家の屋根に設置）

◆優良農地の維持と自然環境との調和

３　農業と消費者との協力・共同体制の推進

◆市民農園の整備増設

◆生産者と消費者のコミュニティづくりと

ネットワーク化

◆農業ボランティアの活用

４　農業経営のセーフティネット化

◆農業共済制度・価格補償制度の拡充

◆千葉県（八千代市）に適した農業戸別所

得補償制度

◆農業後継者手当の

新設（農業後継者

の確保及び育成）

◆農業基金制度の新

設（自然災害等）

私のお約束（八千代市農業委員選挙公約）

『八千代にふさわしい農業をみんなの力で！』

農業の現状は、①農家の収入で生活できる

人が少なくなっている②従事者の高齢化・後

継者の減少・不耕作地の増大③集落内での意

見の一致が困難になっている④市町村が基本

構想に照らして認定する認定農業者制度の推

進などであります。

今後の施策は、『八千代にふさわしい農業

をみんなの力で！』にまとめてありますが、

①農地の所有権移転は現状では難しいので、

利用増進・受委託・意欲的な農家や農業法人

等への誘導、市民農園の増設②戦略的生産・

販売方式の拡充（誰が何を生産し、誰が販売

するのか）有利生産・有利販売・高付加価値

への誘導及び助成制度を重点的に推進する③

地域農産物・八千代ブランド産品（特産品）

の開発、多様な販売方法の確立（ＪＡ八千代

市の農産物直売所の巡回販売）④農業者の所

得向上を図るモデルづくり（野菜工場・太陽

光発電等）⑤八千代市農業の長所・弱点など

を徹底的に分析して、新たな戦略を展開する

⑥農業の生産・販売戦略の構築など八千代市

にふさわしい農業をみんなの力で、農業で生

活できる施策を実現し、農業経営が安定・安心

できるよう努力して、若者に「農業でやって

みたい！」と思われる魅力ある農業の確立を

図ることが農業委員の役割と責任であります。
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千葉市成年後見支援センターの取組みについて

千葉市成年後見支援センター　所長　根岸　淳一

公共の
担い手

成年後見制度は、平成12年４月に介護保険

と時を同じくして施行されましたが、高齢化

が進展しているにもかかわらず、なかなか普

及していないのが実態です。

こうしたことから、千葉市社会福祉協議会

では、千葉市からの委託を受け、平成22年４

月１日から千葉市成年後見支援センターの運

営を開始し、制度の普及啓発や各種の相談対

応、市民後見人の育成などを総合的に行うこ

ととなりました。

運営開始から１年が経過しましたので、本

センターの取組みについてご紹介させていた

だきます。

○講習会の概要

日　時　平成23年１月30日㈰・31日㈪

　　　　９：50～16：30

　　　　※31日は13：00～16：00

会　場　千葉市蘇我勤労市民プラザ

　　　　４階　多目的ホール

参加者　一般市民、行政・福祉関係職員

　　　　延べ355人

内　容　「法定後見制度の概要について」

他

②	 出前講座

市民などからの要請を受けて、勉強会

などへ講師の派遣を行っています。土日

や夜間などに関係なく、市内であればど

こにでも伺っています。

○出前講座の実績（22年度）20件

③	 パンフ・チラシの配布、回覧

平成22年度は、開設初年度ということ

もあり、制度や本センターの紹介を行う

パンフレットを作成し、市の福祉部署や

公民館、図書館などに配架をお願いしま

した。

また、金融機関を利用する中で成年後

見制度という言葉を耳にする方が多いこ

とから、市内に本店がある金融機関には

本店を通じて各支店へ、本店のない場合

は各支店をつぶさに回り、行員へのパン

フレットの回覧をお願いしました。この

１　主な業務内容

⑴　成年後見制度の普及・啓発

制度の普及・啓発は、制度の利用促進を

図り、判断能力が十分でない方々の権利を

擁護する上で最も重要であることから、講

習会の開催や出前講座などさまざまな取組

みを行っています。

①	 講習会の開催

平成22年度は、千葉県社会福祉協議会、

リーガルサポート千葉県支部などとの共

催により実施しましたが、平成23年度は、

本センター単独で開催することとしてい

ます。
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金融機関回りにより、２行３支店から出

前講座の依頼をいただくことにも繋がり

ました。

更に、制度の活用例やセンターの案内

などを記したチラシを作成し、自治会を

通じて全戸回覧を行い、以後、相談件数

の増加傾向に結びついていきました。

平成23年度は、ポスターを作成して、

対象となる方が多く利用する医療機関や

公共機関などに掲示をお願いすることと

しています。

④	 その他

このほか、千葉市の広報誌「ちば市政

だより」や地域新聞にも本センターの

紹介記事を掲載してもらったり、NHK-

FMの番組にも電話インタビューという

形でＰＲを行いました。

⑵　各種相談への対応

本センターは、成年後見制度に関して気

軽に相談できる窓口として設置されていま

す。相談に係る費用は、法律相談も含め、

一切無料としています。

相談の件数は、制度普及のバロメーター

と考えていますので、今後も相談が増えて

いくよう努めていくこととしています。

①	 一般相談

成年後見制度の基本的な内容や制度の

活用方法などのさまざまな相談、更には

家庭裁判所へ提出する申立書の作成に関

する指導も行っており、ご依頼があれば、

同裁判所での申立て時の面接にも本セン

ターの職員が同席しています。

一般相談に関する平成22年度の実績は、

上半期は月平均30件程度でしたが、下半

期には40～50件くらいとなり、３月には

70件にも達しました。

②	 法律相談

千葉県弁護士会にご協力をいただいて、

毎月第１・第３木曜日の午後、予約制に

より法律相談に応じております。
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法律相談に関する平成22年度の実績は、

月平均1～2件程度でした。

⑶　市民後見人の育成

平成22年度は、将来の後見人の需要に的

確に対応できるよう、社会貢献に意欲を持

つ市民の方に後見業務を担っていただくこ

とを目的に、市民後見人養成研修（基礎編）

を実施しました。

平成23年度も基礎編の研修を実施すると

ともに、平成22年度の研修を修了した方に

は応用研修（傾聴などのスキル習得型）や

実務研修（日常生活自立支援事業の生活支

援員としての業務）を経て、本会の名簿に

登録し、法人後見支援員として後見業務に

就いていただくこととしています。

○市民後見人養成研修（基礎編）の概要

期　間　平成23年１月22日㈯～３月12日

㈯の毎土曜日　計８日間

　　　　概ね10：00～17：00の間で実施

場　所　千葉市社会福祉研修センター

参加者　56人（千葉市在住の30歳から65

歳までの方を対象に募集を行い、

書類及び面接により選考された

方）

内　容　制度の概要、福祉制度、対象者

理解、福祉施設実習など19課程

44時間

講　師　筑波大学法科大学院長・新井誠

先生をはじめ各方面の方々

⑷　法人後見の実施

本会は、平成18年度から法人後見業務に

取り組んでおり、12件のケースを受任して

きましたが、平成22年度末は９件となって

います。

これまでは、日常生活自立支援事業の専

門員３人が兼務していたため多くのケース

を受任することが難しかったのですが、今

後は、市民後見人養成研修を修了した市民

後見人により法人後見を行っていくことか

ら積極的に受任していくこととしています。

平成22年度はさまざまな取組みを行ってき

ましたが、平成23年度以降も制度の普及・啓

発を図るため、チラシの全戸回覧などＰＲ効

果の高い取組みを繰り返し実施していくこと

としています。

市民後見人の育成及び法人後見の実施につ

いては、今後本センター業務の中心となって

いくものと考えています。特に、千葉家庭裁

判所管内における市民後見活動は、市民後見

人を養成した機関が行う法人後見の支援員と

してしか認められていないため、一体的な仕

組みと運用を考える必要があります。当面は、

法人の一員としての支援の方法や報酬を含め

た雇用形態などを確立する必要があります。

また、研修を修了した方々のモチベーション

の低下を避けるため、早くケースを担当でき

るよう、早急に受任件数を増やしていく必要

があります。

その他課題はたくさんありますが、一つひ

とつを解決に結びつけ、判断能力が十分でな

い方でも安心した生活を送れるよう努めてい

きたいと考えています。

２　今後に向けて
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市川市シリーズ 千葉の地域紹介

【将来都市像】
ともに築く
自然とやさしさがあふれる
文化のまち　いちかわ

市川市は、人口47万人、56.39k㎡の都市です。
北部では、水と緑の自然的環境や寺社等の
歴史的資源が残る中に、戸建の住宅地が広が
り、中部では、鉄道駅や商業施設に近接した
利便性の高い住宅地が形成され、戸建ての屋
根を越えた黒松がこの地域の代表的な景観と
なっています。南部では、寺社や懐かしさの
ある街並みからなる住宅地（旧市街地）と土
地区画整理事業により整備された住宅地（新
市街地）が形成されています。
これまで、常に市民の目線からの市政運営
に務め、「市民発の行政」を目指してきました。

平成23年度は、市川市総合計画第二次基本
計画の初年度に当たり、今後の10年間、「安
心で快適な活力のあるまち」を目標に様々な
事業を実施していきます。市川市総合計画第
二次基本計画の初年度に当たり、今後の10年
間、「安心で　快適な　活力のあるまち」を
目標に様々な事業を実施していきます。

◇ガーデニング・シティいちかわ

市街地の黒松

【データ】※平成23年7月31日現在
・人口：460,940人
・世帯数：218,384世帯
・面積：56.39㎢
・市川市の花：バラ　木：クロマツ
・特産物：梨、海苔、銅製品、行徳神輿
・主な祭：江戸川、水フェスタinいちかわ（7月）
　　　　　市川市納涼花火大会（8月）
　　　　　市川市民まつり（11月）
・姉妹、友好都市：ガーデナ市、メダン市、楽山市、ローゼ
ンハイム市

そこで、まちの活
性化に向けた本年度
の代表的な事業を紹
介します。
市川市では、市民の皆さんが「住んでいて

良かった」と感じ、また、市川市を訪れる人
からは「また来てみたい」「将来住んでみたい」
と思われるような、まちとしての市川市の魅
力を高めるため、本年度より「ガーデニング・
シティいちかわ」が新たにスタートします。
この「ガーデニング・シティいちかわ」は、

行政と市民や事業者の皆さんが協力し
て、庭先や道路・公園などを花や緑で
綺麗に整え、まちに彩りと潤いを添え
るとともに、活動を通して参加者の連
携を強めることで、快適で魅力ある「健
康都市いちかわ」を作り出そうとする
ものです。
「ガーデニング・シティいちかわ」
の取り組みで市街地においても美観が
保たれる、人の交流が生まれる、地域
の連携も合わせて強化されるなど、ま

ガーデニング・シティ
いちかわ
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ちに活力が生み出され、また犯罪の抑止につ
ながることも期待しています。そして何より
も、太陽の光を浴びて土に触れて草花を育て
ることは、市民の生きがいづくりや健康づく
りに役立つと考えています。
具体的には、まず、国道14号などの主要な
道路を統一感のある植栽で飾ります。特に、
市川広小路の交差点付近から新田５丁目付近
までの国道14号は市川市の玄関口の一つであ
りますので、その区間の中央分離帯の植樹帯
を整備することで、千葉県の玄関口に相応し
い道路としていきます。また、「ガーデニング・
シティいちかわ」の活動を推進するため、「サ
ポーター制度」を創設し、市民や事業者によ
り積極的にガーデニングに取り組んでいただ
くほか、専門的な知識や技術を生かした協力
体制を整えます。さら
に、「ガーデニングコ
ンテスト」を開催する
ことで、活動の発表の
場を提供し、取り組み
をさらに盛り上げてい
きます。

次に、市川市が活力ある都市であり続ける
ためには、地域経済の活性化が必要です。
特に、３月11日に発生した東日本大震災の
被災、またそれに伴う各地での自粛等により、
各地で経済活動が停滞しております。

◇プレミアム商品券

そこで市川市においては、地域における消
費の拡大や地元商店会の活性化等を図るため、
市川商工会議所および市川市商店会連合会等
が進めているプレミアム商品券の発行を支援
します。商品券の発行額は10%のプレミアム
分と併せ、５億５千万円となります。この度
のプレミアム商品券の発行が、市民の購買意

花を育てるちーば君

欲を高め、市川市の地域経済の活性化につな
がることを期待しています。

Ⅰ-link タウンいちかわ展望デッキ

◇アイ・リンクタウン展望施設

Ｉ-linkタウンいちかわザタワーズウエスト
の45階にある当展望施設は、地上150メート
ルから360度の大パノラマが楽しめ、市内一
円を見渡せる絶好のビューポイントです。
晴れた昼間には江戸川を渡る風を感じなが

らの眺望を楽しめ、また夜には都心部から千
葉方面まで、壮大な夜景を見渡せることから、
全国の夜景愛好家から構成される団体より
「新日本三大夜景・夜景100選」にも登録され
ています。
施設内には、眺望を楽しむことができる市

民の憩いと交流の場として、展望ロビー（45
階）、交流ラウンジ（45階）、アイリンク情報
コーナー（45階）及び展望デッキ（屋上）が
あります。

以上のような事業等を中心にして、まちの
活性化に向け、市川市の魅力をさらに高めて
いきます。
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◇いちかわ市の四季

真間山弘法寺の伏姫桜 納涼花火大会

葛飾八幡宮 中山法華経寺

URLhttp://www.city.Ichikawa.lg.jp/
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前号に続き、新聞の切り抜き記事のファイ

ルを紹介する。

□	「統一地方選2011、県議選、注目の選挙

区」から「松戸市立病院問題、市長公約は

白紙」まで

第７分冊（2011年４月６日～６月22日）の

冒頭は、「統一地方選2011　県議選　注目の

選挙区」上・中・下（読売4.6～4.8）の特集で、

各選挙区の様子を詳細に分析したものである。

次いで先月28日、市議会による不信任決議

を受けた白井市長の動向については、「横山・

白井市長が失職　議会解散せず、再出馬表明」

（毎日4.8）。

４月11日の各紙は、前日に行われた多くの

知事選や指定市長選に加え、千葉県議選や千

葉市議選などの報道で一色に染められている。

当千葉県地方自治研究センターの理事２人

と研究員１人が県議選に立候補し、３人共見

事に当選を果たした。とくに研究員の網中肇

県議（38歳）は、千葉市職員を昨年退職し背

水の陣を敷いての初当選である。

「千葉県議選及び千葉市議選の当選者一覧」

（読売4.11）に続き、「統一選2011　検証前半

戦」上・中・下（読売4.12～4.14）や「検証

＇11ちば市議選」上・下」（千葉日報4.12～

13）、「県議選2011の焦点　激戦を終えて」上・

中・下（千葉日報4.13～15）などが統一選前

半の結果をシリーズなどで詳細に報道してい

る。

なお、統一地方選は後半を迎えて「３市長

選あす告示」（読売4.16）、「３市長選・16市

議選きょう告示　６市で定数減　激戦か」（朝

日4.17）などで、習志野市・佐倉市・流山市

の市長選挙やその他市議選が注目されている。

選挙戦のさなか、「行政に参画する弁護士」

（千葉日報4.17）は、流山市が４月から政策

法務室を新設し、弁護士を一般職の職員とし

て採用する県内初の事例を紹介。

次は北総鉄道への補助金問題で大きく揺れ、

注目を浴びている白井市関係の記事で、「出

直し市長選は来月22日投開票」（朝日4.17）、

「北総問題で火花　白井市議選　市長選にも

影響」（朝日4.21）、「白井市議選　北総線を

巡り加熱　補助金の賛否真っ二つ」（毎日

4.22）。

統一地方選挙、後半戦の結果を先ず千葉県

内から「習志野市長に宮本氏　佐倉・蕨氏　

流山・井崎氏」（朝日4.25）。

県外の記事では「世田谷区長に保坂氏　前

社民衆院議員　脱原発訴え」（毎日4.25）、「地

方政治に新風　夕張に30歳最年少市長」（日

経4.25）、「全国最年少　30歳元都職員、夕張

市長に」（朝日4.25）。

なお、「退潮傾向の民主、共産」（千葉日報

4.26）、「民主不振」（読売4.26）などは、千

葉県内における地方選の結果分析を細かく

行っている。

東日本大震災から２か月が経ち、千葉日報

の「点検　県都の防災１～５」（5.5～5.10）

は特集で、住宅の耐震化や町内自治会の重要

新聞の切り抜き記事から
（2011年４月６日～６月22日）

研究員　鶴岡　美宏
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性などを強調し報じている。

続いて地域主権改革関連３法の成立に関連

して、「地域主権３法『国と対等』への一歩

に」（朝日社説5.9）、「地方分権３法　国と地

方の新たな関係を築け」（読売社説5.10）、「法

制化を十分に生かせ　国と地方の協議」（毎

日5.17）などの記事を収めた。

次に、「新議長に伊藤氏　副は田中氏」（千

葉日報5.19）は臨時千葉県議会が18日、議長

及び副議長を選出したことを報道。

再び選挙戦の結果。先の大震災の被害によ

り、仕切り直しで行われた県議選の浦安市選

挙区の結果、「県議選浦安市　自・民が再選」

（毎日5.23）。また、前市長の失職に伴い出直

し選挙が行われた白井市長選は、「伊沢氏が

初当選『話し合いで街づくり』」（毎日5.23）。

次は「地域医療のさらなる充実へ　館山に

来春オープン『救急センター』着工」（千葉

日報5.27）。安房地域医療センターが、館山

市に2011年春開業に続き「千葉市の国保　窮

地」（読売5.27）。

朝日新聞オピニオン欄の「30代にまかせ

ろ」（5.28）は、北海道夕張市長の鈴木直道

さん、三重県知事・鈴木英敬さん、兵庫県尼

崎市長・稲村和美さんと３人の若き自治体の

トップリーダーが登場し、同じ30代の学者が

それぞれの意見を読み解いている。

次の「公務員給与下げ　地方焦点」（日経

6.4）は、国家公務員の給与引き下げの閣議

決定に続き、自治体も労使の直接交渉で給与

を決められるようにする法案が今秋にも政府

が提出するというもので、同じ日経の「時流

地流」（6.6）欄は、国家公務員の給与削減に

伴う地方自治体の財源面での貢献を取り上げ

て興味深い。

再び選挙報道。「市原市長　佐久間氏３選

防災体制見直しへ」（読売6.7）。同時に行わ

れた同市議選の結果も併せて報道。

また今夏の電力不足に備え、「県・松戸市、

サマータイム　来月から始業時間早め節電」

（朝日6.8）は千葉県と松戸市の対応のほか、

千葉市の節電対策も紹介。

続いて東日本大震災に関連する県内の記事。

「液状化被害独自支援策　財政力で自治体格

差」（千葉日報6.9）は浦安市や船橋市、我孫

子市などが独自の支援を実施する一方で、千

葉市や財政難の香取市などが予算化を見送る

実態を報じている。

再び地方自治体の節電対策として、「東金

市役所　全国初の試み残業は一部屋で」（千

葉日報6.15）は、夏の省エネ対策として25％

の節電を宣言するとともに「残業部屋」を新

設し、照明等の無駄遣いなどを抑制する同市

の試みを紹介。

続く日本経済新聞の「列島NEWS追跡」

（6.20）は、「地方自治法改正が暗礁に　知事

会の姿勢に違和感」の見出しで、専決処分制

度の改革などを柱とする地方自治法の改正が

暗礁に乗り上げている実態にメスを入れ、国

と地方における協議の必要性と重要性を説い

ている。

また、「公務員制度改革法案　労使交渉の

導入は両刃の剣だ」（読売社説6.21）は、国

家公務員制度改革関連法案についての見解を、

危惧を交えて述べている。

この分冊の最後は、「松戸市立病院問題　

市長公約は『白紙』『現地建替え固執せず』」

（千葉日報6.22）。昨年、市立病院の現地建替

えを主張して当選した本郷谷市長の苦渋が窺

える。
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※月刊自治研・自治総研のバックナンバー、取り揃えてあります。

センターでは、会員の皆様に資料の貸し出しを実施しています。
下記資料等をご入用の会員の方は事務局までご連絡下さい。

また、センターでは、2010年３月末以降分について、千葉県の地方自治に関する記事を中心に新聞の切り抜きを実施
しています。ご入用の会員の方は事務局までご連絡下さい。

入手資料
自治に人あり３高宮町・地域振興会方式
みやざき研究所だより…私から見た口蹄疫
北海道自治研究４月…公契約条例の現状と課題を考える
かながわ自治研月報…神奈川における自治基本条例の動向
月刊自治研５月号…ストック型自治体運営の時代
自治研ぎふ99号…医療保険制度の再構築をめぐる思考枠組み
地方自治の憲法理論の新展開
自治研さが…地域主権改革で持続可能な地域社会をつくる
フォーラムおおさか…大阪維新の会躍進統一地方選をどう見るか
市政研究11春号…首長と議会二元代表制の危機
ぐんま自治研ニュース…統一地方選を振り返って
公共サービス研究第２号
信州自治研５月号…最終処分場計画の課題と住民合意
復刻「環境破壊」別冊解題・資料
自治総研５月号…政令指定都市拡大・多様化と税の地域格差
新潟自治４月…森が泣いている
首長の暴走あくね問題の政治学
北海道自治研究５月…福島原発事故の教訓
自治研なら101号…東日本大震災天災から人災への連鎖
月刊自治研６月号…豪雨水害と防災
自治総研６月号…不安定要因を増す日本経済と財政・税制問題
M9.0東日本大震災ふくしまの30日
かながわ自治研月報…統一地方選結果特集
自治研静岡初夏号…神野直彦著『人間回復の経済学」を読んで
自治研究いわて…介護シンポジュウム
自治体選挙の30年自治総研ブックス②
自治体経営改革
北海道自治研究６月…過去の被害地震に学ぶ北海道の地震防災の課題
月刊自治研７月号…難病を生きる
自治研おかやま…創刊号発刊にあたって
地方自治ふくおか…自治体職員研修の現状と課題
自治研なら102号…多文化共生社会
信州自治研７月号…資源・エネルギー利用の現在を問う
自治研とやま７月…有限会社八講ファームの概要
フォーラムおおさか…東日本大震災に思う
自治総研７月号…原発災害避難者の実態調査
自治研やまぐち…過疎山村における交通問題
みやざき研究所だより…宮崎の統一自治体選挙
現代地方議会論
自治体雇用・就労施策の新展開自治総研ブックス④
とうきょうの自治…介護保険制度の改正に向けて
ぐんま自治研ニュース…統一地方選挙の構図と地方政治の意義
相模原第16号…安心社会をどうつくるか
新潟自治７月…大学を地域に生かす
北海道自治研究７月…地域主権改革と枠付けの緩和
八王子市包括支援センターアンケート調査報告
民主主義と地方自治吉野作蔵と山川均、桐生悠々
るびゅ・さあんとる…介護保険制度の改正にむけて
徳島自治７月…臨時・非常勤労働
ながさき自治研51…東日本大震災復興支援現地レポート
自治権いばらき103
市政研究11夏号…変貌する地方政治・地方自治
自治総研８月号…地方交付税算定の現状と課題
信州自治研８月号…木質バイオマス活用によるエネルギーの地産地消と地域づくり
福島民報縮刷版東日本大震災
自治の重さ夕張市政の検証
かながわ自治研月報…東日本大震災の被害概要

著者
児玉更太郎

大津　浩

平井一臣

武藤博巳

井下田猛
大谷　強

佐藤俊一

光本伸江

日付
2011.05.02
2011.05.02
2011.05.02
2011.05.02
2011.05.06
2011.05.11
2011.05.16
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.18
2011.05.23
2011.05.23
2011.05.23
2011.05.30
2011.06.01
2011.06.06
2011.06.06
2011.06.20
2011.06.20
2011.06.29
2011.07.04
2011.07.04
2011.07.11
2011.07.11
2011.07.11
2011.07.11
2011.07.11
2011.07.11
2011.07.19
2011.07.19
2011.07.19
2011.07.19
2011.07.19
2011.07.25
2011.07.25
2011.07.29
2011.07.29
2011.07.29
2011.08.01
2011.08.02
2011.08.02
2011.08.08
2011.08.08
2011.08.08
2011.08.08
2011.08.10
2011.08.10
2011.08.15
2011.08.15
2011.08.15
2011.08.15
2011.08.17
2011.08.23
2011.08.31

種類
報告書
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
単行本
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
報告書
情報誌
資料集
情報誌
情報誌
単行本
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
写真集
情報誌
情報誌
情報誌
単行本
単行本
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
単行本
単行本
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
資料集
紀 要
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
情報誌
縮刷版
単行本
情報誌

発行元
自治総研ブックレット
宮崎県地方自治問題研究所
北海道地方自治研究所
神奈川県地方自治研究センター
自治研中央推進委員会
岐阜県地方自治研究センター
自治総研叢書
佐賀県地方自治問題研究所
大阪地方自治研究センター
大阪市政調査会
群馬県地方自治研究センター
大阪公共サービス政策センター
長野県地方自治研究センター
すいれん社
地方自治総合研究所
新潟県地方自治研究センター
法律文化社
北海道地方自治研究所
奈良県地方自治研究センター
自治研中央推進委員会
地方自治総合研究所
福島民報社
神奈川県地方自治研究センター
静岡地方自治研究センター
岩手地方自治研究センター
公人社
ぎょうせい
北海道地方自治研究所
自治研中央推進委員会
自治研究センターおかやま
福岡県地方自治研究所
奈良県地方自治研究センター
長野県地方自治研究センター
富山県地方自治研究センター
大阪地方自治研究センター
地方自治総合研究所
山口県地方自治研究センター
宮崎県地方自治問題研究所
内田老鶴圃
公人社
東京自治研究センター
群馬県地方自治研究センター
相模原地方自治研究センター
新潟県地方自治研究センター
北海道地方自治研究所
八王子自治研久センター
淑徳大学研究紀要抜粋
東京自治研究センター
徳島地方自治研究所
長崎県地方自治研究センター
茨城県地方自治研究センター
大阪市政調査会
地方自治総合研究所
長野県地方自治研究センター
福島民報社
自治総研叢書
神奈川県地方自治研究センター

今期の入手資料
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誌 誌

加入申込み書 年　　　月　　　日
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編 集 後 記
今号も前号に引き続き東日本大震災を特集しました。県内で被害の多かった香取市長のインタビューと同

じく被災地である習志野市から投稿していただきました。千葉県の被害の特徴である液状化現象については
引き続き課題にしていきたいと思っております。
東京自治研センターの被災地視察に同行して、７月下旬に福島、宮城を回ってきました。南相馬市長と川

俣町長との懇談会では、両首長のお話から、緊急時の基礎自治体の役割が如何に大切か強調されていました。
基礎自治体の能力のアップが今こそ問われています。　　
南相馬市の櫻井市長も緊急時には、国も県も遠く、テレビの報道しか情報が伝わってこず、地元の自治体

の判断が住民にとって全てになるとおっしゃっておりました。地方分権の観点で震災を捉えることが今こそ
必要ではないでしょうか。
福島での仮設住宅での自治会との懇談会では、避難している方から３世代家族の一家離散の話を伺い、原

発事故の計り知れない影響について認識しました。また、肥沃な農地がわずかな期間で荒地に変わっている
姿にショックをうけました。何より、震災から４ヶ月以上たってもガレキの処理を含めて、いまだ復旧さえなっ
ていない現状を目の当たりにしました。
震災特集以外は連載記事を中心に掲載しました。各地方議会でも震災に関係する補正予算が組まれていま

すが、今回は県補正予算について藤代県議から解説していただきました。自宅の周辺（海浜幕張地区）も液
状化によって発生した道路の陥没はほとんどそのままになっております。香取市長も述べていましたが、こ
れらに関わる復旧復興予算は気の遠くなる莫大な規模が予想されますし、その財源の確保が今後の自治体財
政の喫緊の課題になるはずです。

事務局長　髙橋　秀雄

・巻頭言　　　　　　理事長　井下田　猛

・検証！民主党政権による社会保障の行方
　　淑徳大学准教授　結城　康博

・千葉県一般会計当初予算について
　　千葉県議　天野　行雄

・千葉市の平成22年度予算について
　　千葉市議　三瓶　輝枝

・連載「房総の自治鉱脈」第２回
　　理事長　井下田　猛

・連載②　数字で掴む自治体の姿
　　副理事長　宮﨑　伸光

・歴史的資源を活用したまちづくり
　　香取市　吉田　博之

・公共の担い手
NPO法人子育て支援グループハミングちば

2010年６月
（vol.２)

・巻頭言　　　　　副理事長　佐藤　晴邦

・2010年度の地方財政計画と千葉県の財政状況
　　自治総研　高木　健二

・銚子市立病院１年８ヶ月ぶりに再開
　　銚子市議　加瀬　庫蔵

・小さな自治体の継続に向けて
　　酒々井町議　川島　邦彦

・北総鉄道運賃値下げと地方自治
　　鎌ケ谷市議　藤代　政夫

・公共の担い手トータル介護サービスアイ
　　代表　大塚美知雄

・連載「房総の自治鉱脈」第３回
　　理事長　井下田　猛

・連載③　数字で掴む自治体の姿
　　副理事長　宮﨑　伸光

・「東洋のドーバー」銚子屏風ヶ浦
　　銚子市　平野　　寛

・巻頭言　　　　　　　　研究員　網中　肇

・第７回千葉県地方自治研究集会
　「新しい公共」自治体でどう取り組むか
　　　　　法政大学法学部教授　名和田是彦
　副理事長　法政大学法学部教授　宮﨑　伸光
　　　　　　　　　　白井市長　横山久雅子
　ワーカーズコープちば専務理事　菊地　　謙
　　　　　　　　　　　研究員　網中　　肇

・連載「房総の自治鉱脈」第４回
　　　　　　　　　　　理事長　井下田　猛

・連載④　数字で掴む自治体の姿
　副理事長　法政大学法学部教授　宮﨑　伸光

・召しませ！白樺派のカレー
　　　　　　　　我孫子市役所　嶋田　　繁

・公共の担い手
　特定非営利活動法人TRYWARP 代表理事　虎岩　雅明

・自治研センター事務局より～
　　　　　　　　　　事務局長　高橋　秀雄

・紹介・スクラップブック「千葉県地方自治関係記事」
　　　　　　　　　　　理事長　井下田　猛

・巻頭言　副理事長　法政大学法学部教授　宮﨑　伸光
・今、地方議会に問われているもの　自治研センター講演会より

法政大学法学部教授　廣瀬　克哉
・野田市長、巨大地震と公契約条例を語る
　2011年４月15日　野田市役所にて収録 　

　　　　　　　　　野田市長　根本　　崇
　　　　　　　　　　　理事長　井下田　猛
　　　自治労千葉県本部委員長　佐藤　晴邦

〈特集・東日本大震災〉
・東日本大震災見えてきた課題と今後の対応 　

　　　　　　　　銚子市職労　大網　裕弥
・東日本大震災における浦安市の被災 　

　　　　　浦安市市長公室長　中山　高樹
・連載：数字で掴む自治体の姿
　《番外編》：数字で伝わる震災の記録 

　副理事長　法政大学法学部教授　宮﨑　伸光
・地震・津波・原発震災と緊急提言私案 　

　　　　　　　　　　理事長　井下田　猛
・平成の大合併とコミュニティの多重化 
　淑徳大学コミュニティ政策学部教授　佐藤　俊一
・連載「房総の自治鉱脈」第５回 　

　　　　　　　　　　理事長　井下田　猛
・シリーズ　千葉の地域紹介
　発酵の里・健康笑顔のまち　こうざき 　

　　　　　　　　神崎町役場　浅野　憲治
・公共の担い手　地域コミュニティの再生に貢献 
　特定非営利活動法人　VAICコミュニティケア研究所
・自治体の事業紹介　千葉市の雇用推進事業

元千葉市就労相談員　東出　健治
・新聞の切り抜き記事から　　研究員　鶴岡　美宏
・読者の声 　　　　　　  佐倉市　井原　慶一

2010年10月
（vol.３)

2011年２月
（vol.４)

2011年６月
（vol.５)

バックナンバーの申し込みは当研究センターまで１部５００円
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